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1 議案第１８１号 西宮市市税条例の一部を改正する条例制定の件 

2 議案第１８２号 西宮市空家等緊急安全措置条例制定の件 

3 議案第１８３号 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例の一部を

改正する条例制定の件 

4 議案第１８４号 西宮市奨学基金設置条例の一部を改正する条例制定の件 

5 議案第１８５号 西宮市教育奨学金条例の一部を改正する条例制定の件 

6 議案第１８６号 西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件 

7 議案第１８７号 西宮市附属機関条例の一部を改正する条例制定の件 

8 議案第１８８号 令和６年度西宮市一般会計補正予算（第３号） 

別冊   

9 議案第１８９号 令和６年度西宮市工業用水道事業会計補正予算（第２号） 

10 議案第１９０号 財産取得の件〔高規格救急自動車（鳴尾１９、浜９、瓦木９）〕

11 議案第１９１号 財産取得の件〔災害対応特殊消防ポンプ自動車（西宮１、瓦木

１）シャシ〕 

12 議案第１９２号 財産取得の件〔高度救命処置用資機材（瓦木９、浜９、鳴尾

１９）〕 

13 議案第１９３号 兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議の件 

14 議案第１９４号 訴え提起の件（市営住宅明渡し等請求事件） 

15 議案第１９５号 工事請負契約締結の件（江上庁舎・旧保健所解体工事） 

16 議案第１９６号 工事請負契約締結の件〔（仮称）越木岩センター改築工事〕 

17 議案第１９７号 工事請負契約締結の件〔幹第２６号線道路改良（熊野町外）工

事〕 

18 議案第１９８号 工事請負契約締結の件〔幹第６号線道路改良（学文殿町２丁目

外）工事〕 

19 報告第 ３４ 号 処分報告の件（市長の専決処分事項の指定に基づく専決処分） 

別冊 

20 報告第 ３５ 号 令和５年度西宮市一般会計繰越明許費繰越計算書 

21 報告第 ３６ 号 令和５年度西宮市一般会計事故繰越し繰越計算書 

22 報告第 ３７ 号 令和５年度西宮市水道事業会計継続費繰越計算書 

23 報告第 ３８ 号 令和５年度西宮市水道事業会計予算繰越計算書 

24 報告第 ３９ 号 令和５年度西宮市工業用水道事業会計予算繰越計算書 

25 報告第 ４０ 号 令和５年度西宮市下水道事業会計予算繰越計算書 

26 報告第 ４１ 号 公益財団法人西宮市国際交流協会の経営状況を説明する書類提

出の件 

27 報告第 ４２ 号 西宮市土地開発公社の経営状況を説明する書類提出の件 

28 報告第 ４３ 号 公益財団法人西宮市文化振興財団の経営状況を説明する書類提



出の件 

29 報告第 ４４ 号 公益財団法人西宮スポーツセンターの経営状況を説明する書類

提出の件 

30 報告第 ４５ 号 一般財団法人西宮市都市整備公社の経営状況を説明する書類提

出の件 

別冊 

31 報告第 ４６ 号 西宮市国民保護計画の変更報告の件 

32 報告第 ４７ 号 西宮市障害福祉推進計画の策定報告の件 

別冊  

33 報告監第 ８ 号 現金出納検査結果報告（令和５年１２月分～令和６年２月分） 

34 報告監第 ９ 号 定期監査結果報告（令和６年度第１回） 
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議案第１８１号 

 

西宮市市税条例の一部を改正する条例制定の件 

 

西宮市市税条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市市税条例の一部を改正する条例 

 

 西宮市市税条例（昭和２５年西宮市条例第１５号）の一部を次のように改正する。 

第３９条の２第２項中「第６４条第４項」を「第１５２条第５項」に改める。 

 第１４２条中「申請にもとづき」及びただし書を削り、同条に次の２項を加える。 

２ 前項の規定により事業所税の減免を受けようとする者は、納期限までに、規則で定め

る事項を記載した申請書にその減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して市

長に提出しなければならない。ただし、市長が、事業所等が同項に該当することが明ら

かであり、かつ、事業所税を減免する必要があると認める場合は、この限りでない。 

３ 第１項の規定により事業所税の減免を受けた者は、その事由が消滅した場合には、直

ちにその旨を市長に申告しなければならない。 

 附則第８項の６の次に次の１項を加える。 

８の６の２ 法附則第１５条第２５項第２号に規定する条例で定める割合は、１４分の 

１１とする。 

 附則第９項の２を削り、附則第９項の３を附則第９項の２とし、附則第９項の３の２を 

附則第９項の３とし、同項の次に次の１項を加える。 

９の３の２ 法附則第１５条第３８項に規定する条例で定める割合は、３分の１とする。 
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 附則第１７項の２中「附則第１６項の１０」を「附則第１６項の１０の２」に改める。  

 

付 則 

 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第３９条の２第２項の改正規定は、令和 

７年４月１日から施行する。 

 

 

（参考１） 

○提案理由 

   地方税法等の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。 

  

（参考２） 

○西宮市市税条例（現行抄） 

（固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとするものがすべき申告） 

第３９条の２  

２ 法第３４８条第２項第９号若しくは第９号の２の固定資産又は同項第１６号の固定資産（独立行政法人労働者健康安全機構が設置

する医療関係者の養成所において直接教育の用に供するものに限る。）について同項本文の規定の適用を受けようとする者は、土地

については第１号及び第２号に、家屋については第３号及び第４号に、償却資産については第４号及び第５号に掲げる事項を記載

し、かつ、当該土地、家屋又は償却資産が学校法人若しくは私立学校法第６４条第４項の法人、公益社団法人若しくは公益財団法

人、宗教法人若しくは社会福祉法人で幼稚園を設置するもの、医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の公的医療機関の開設

者、令第４９条の１０第１項に規定する医療法人、公益社団法人若しくは公益財団法人、一般社団法人（非営利型法人（法人税法第

２条第９号の２に規定する非営利型法人をいう。以下この項において同じ。）に該当するものに限る。）若しくは一般財団法人（非

営利型法人に該当するものに限る。）、社会福祉法人、独立行政法人労働者健康安全機構、健康保険組合、健康保険組合連合会、国

家公務員共済組合若しくは国家公務員共済組合連合会で看護師、准看護師、歯科衛生士、歯科技工士、助産師、臨床検査技師、理学

療法士若しくは作業療法士の養成所を設置するもの、公益社団法人若しくは公益財団法人で図書館を設置するもの又は公益社団法人

若しくは公益財団法人若しくは宗教法人で博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項の博物館を設置するもの（以下この

項において「学校法人等」という。）の所有に属しないものである場合においては、当該土地、家屋又は償却資産を当該学校法人等

に無料で使用させていることを証明する書面を添付した申告書を市長に提出しなければならない。 

(１) 土地の所在、地番、地目及び地積並びにその用途 

(２) 学校若しくは図書館の設立、養成所の指定若しくは博物館の登録の年月日又は当該学校、図書館、養成所若しくは博物館の用 

に供する土地の区域変更の年月日 

(３) 家屋の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びにその用途 

(４) 直接保育若しくは教育の用に供し始めた時期、直接寄宿舎の用に供し始めた時期、直接図書館の用に供し始めた時期又は直接 

博物館の用に供し始めた時期 

(５) 償却資産の所在、種類及び数量並びにその用途 

（事業所税の減免） 

第１４２条 市長は、天災その他特別の事情がある場合において事業所税の減免を必要とすると認める者その他特別の事情がある者に

限り、申請にもとづき事業所税を減免することができる。ただし減免すべき事由が明白であると認めるときは、申請をまたないで減

免することができる。 

附 則 
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９の２ 削除 

１７の２ 前項に規定する各年度分の個人の市民税に限り、法附則第６条第５項に規定する場合において、第２９条の２第１項に規定

する申告書に肉用牛の売却に係る租税特別措置法第２５条第２項第２号に規定する事業所得の明細に関する事項の記載があるとき

は、その者の前年の総所得金額に係る市民税の所得割の額は、第２６条、第２７条の２、第２７条の３、第２７条の５の３から第２

７条の５の５まで及び附則第１６項の７、附則第１６項の８、附則第１６項の１０及び附則第１６項の１１の規定にかかわらず、法

附則第６条第５項第１号及び第２号に掲げる金額の合計額とすることができる。 
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議案第１８２号 

 

西宮市空家等緊急安全措置条例制定の件 

 

西宮市空家等緊急安全措置条例を次のように制定する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市空家等緊急安全措置条例 

 

 （目的） 

第１条 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法（平成２６年法律第１２７号。

以下「法」という。）第２条第１項に規定する空家等（以下「空家等」という。）に対

する緊急の安全措置に関し、必要な事項を定めることにより、市民の生命、身体又は財

産を保護することを目的とする。 

（立入調査） 

第２条 市長は、次条第１項の規定の施行に必要な限度において、その職員又はその委任

した者に、空家等と認められる場所に立ち入って調査をさせることができる。 

２ 前項の規定により空家等と認められる場所に立ち入ろうとする者は、その身分を示す

証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。 

３ 第１項の規定による立入調査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈して

はならない。 

（緊急安全措置） 

第３条 市長は、市内に所在する空家等について、適切な管理が行われていないことによ

り市民の生命、身体又は財産に対し危険が切迫している場合において、当該空家等の所
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有者又は管理者（以下「所有者等」という。）にこれを回避するための措置を行わせる

時間的な余裕がないと認めるときは、その危害が及ぶことを防止するため、当該空家等

に対し、必要な最小限度の措置を自ら行い、又はその職員若しくはその委任した者に行

わせることができる。ただし、法第２２条第１０項又は第１１項の規定の適用があると

きは、この限りでない。 

２ 市長は、前項の措置を行ったときは、当該措置に係る内容を当該措置に係る空家等の

所有者等に通知しなければならない。ただし、当該通知をすべき者を確知することがで

きないときは、この限りでない。 

３ 市長は、第１項の措置を行ったときは、当該措置に要した費用を当該措置に係る空家

等の所有者等から徴収することができる。 

（委任） 

第４条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に

定める。 

 

付 則 

この条例は、令和６年９月１日から施行する。 
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（参考） 

○提案理由 

   適切な管理が行われていない空家等により、市民に危険が切迫している場合におい

て、必要な最小限度の緊急安全措置を行うことを可能とする条例を制定するため。 
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議案第１８３号 

 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例の一部を改正する条例制 

定の件 

 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例の一部を改正する条例を次のよ

うに制定する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例の一部を改正する条例 

 

学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例（昭和４２年西宮市条例第２４

号）の一部を次のように改正する。 

 第５条ただし書中「次に掲げる」を「刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘

禁されている」に改め、「、又は収容され」を削り、同条各号を削る。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 
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（参考１） 

○提案理由 

   関係政令の改正に伴い、所要の規定の整備を行うため。 

 

（参考２） 

○学校医、学校歯科医及び学校薬剤師公務災害補償条例（現行抄） 

（休業補償） 

第５条 休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合にお

いて、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、１日に

つき、補償基礎額の１００分の６０に相当する金額を支給して行う。ただし、次に掲げる場合（委員会規則で定める場合に限る。）

には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。 

(１) 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合 

(２) 婦人補導院その他これに準ずる施設に収容されている場合 
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議案第１８４号 

 

西宮市奨学基金設置条例の一部を改正する条例制定の件 

 

西宮市奨学基金設置条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市奨学基金設置条例の一部を改正する条例 

 

西宮市奨学基金設置条例（昭和３７年西宮市条例第１１号）の一部を次のように改正

する。 

第１条中「給付し、または貸し付ける」を「給付する」に改める。 

 第３条の見出し中「等」を削り、同条中「基金」の次に「に属する現金」を加え、「、 

その利子（配当金を含む。）をもつて給付及び貸付けの資金に充て」を削る。 

 第５条を第６条とし、第４条を第５条とし、第３条の次に次の１条を加える。 

 （処分） 

第４条 基金は、第１条の目的を達成するための事業の経費に充てる場合に限り、処分す

ることができる。 

 

付 則 

この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 
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（参考１） 

○提案理由 

   寄附金を学資の給付の経費に充てることができるよう変更することに伴い、所要の

規定の整備を行うため。 

 

（参考２） 

○西宮市奨学基金設置条例（現行抄） 

（設置） 

第１条 学習能力を有するにもかかわらず、経済的理由によつて修学困難な者に対し、学資を給付し、または貸し付けるため、西宮市

奨学基金（以下「基金」という。）を設置する。 

（管理等） 

第３条 基金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管するものとし、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証

券に代えることができ、その利子（配当金を含む。）をもつて給付及び貸付けの資金に充てる。 
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議案第１８５号 

 

西宮市教育奨学金条例の一部を改正する条例制定の件 

 

西宮市教育奨学金条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市教育奨学金条例の一部を改正する条例 

 

西宮市教育奨学金条例（平成２０年西宮市条例第２８号）の一部を次のように改正す

る。 

第３条第２項及び第３項を削る。 

第４条の見出し中「又は貸付け」を削り、同条第１項及び第３項中「もの」を「額」に

改め、同条第４項を削る。 

第１０条を削る。 

第９条の見出し中「等」を削り、同条中「又は貸付金額」を削り、同条を第１０条とす

る。 

第８条の見出し中「交付」を「給付」に改め、同条中「交付する」を「給付する」に改

め、同条を第９条とする。 

第７条中「又は貸付け」を削り、同条を第８条とする。 

第６条の見出し中「又は貸付け」を削り、同条第２項を次のように改める。 

２ 教育委員会は、前項の決定を行ったときは、速やかに、教育委員会規則で定めるとこ

ろにより前条の規定により申請を行った者にその旨を通知しなければならない。 

第６条第３項から第５項までを削り、同条を第７条とする。 
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第５条中「又は貸付け」を削り、同条を第６条とする。 

第４条の２の見出し中「又は貸付け」を削り、同条中「給付し、又は貸し付ける」を

「給付する」に、「第７条」を「第８条」に改め、「奨学金を給付する場合において、」

を削り、同条を第５条とする。 

第１３条から第１５条までを削る。 

第１２条の見出し並びに同条第１項各号列記以外の部分、第１号及び第２号中「又は貸

付け」を削り、同項第４号中「第３条第１項各号又は第２項各号」を「第３条各号」に改

め、同項第５号及び同条第２項中「又は貸付け」を削り、同条を第１３条とする。 

第１１条の見出し及び同条各号列記以外の部分中「交付」を「給付」に改め、同条第２

号を削り、同条第３号中「交付」を「給付」に改め、同号を同条第２号とし、同条を第 

１２条とし、第１０条の次に次の１条を加える。 

（届出義務） 

第１１条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会にその旨を届け

出なければならない。 

(１) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。 

(２) 教育委員会に申請し、又は届け出た事項に変更が生じたとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定めるとき。 

第１６条第１項第１号中「第３条第１項第１号」を「第３条第１号」に改め、同条第２

項中「奨学金若しくは藤田奨学金の貸付けを受ける者又は」を削り、「給付を受ける者」

の次に「及び藤田奨学金の貸付けを受ける者」を加え、同条第３項中「もの」を「額」に

改め、同条第４項中「第１８条第４項」を「第１６条第４項」に改め、第３章中同条を第

１４条とする。 

第１７条第２項中「掲げる」を「規定する」に改め、同条を第１５条とする。 

第１８条第１項中「第１６条第１項第２号に掲げる」を「第１４条第１項第２号に規定

する」に改め、同条第２項中「申請に対する」を「仮の給付の」に改め、同条第３項中

「第１６条第１項第２号に掲げる」を「第１４条第１項第２号に規定する」に改め、同条

を第１６条とする。 

第１６条の次に次の２条を加える。 

（在学証明書類の提出） 
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第１７条 廣藤奨学金の給付の決定を受けた者は、毎年度、教育委員会規則で定めるとこ

ろにより在学を証明する書類を教育委員会に提出しなければならない。 

（廣藤奨学金の給付の停止） 

第１８条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定め

る期間について、廣藤奨学金の給付を停止することができる。 

(１) 廣藤奨学金の給付の決定を受けた者が休学したとき 当該休学期間 

(２) 廣藤奨学金の給付の決定を受けた者が留年したとき 進級するまでの期間 

(３) 教育委員会が廣藤奨学金の給付を停止すべき事由があると認めたとき 教育委員

会が定める期間 

第１９条を次のように改める。 

（準用） 

第１９条 第８条から第１１条まで及び第１３条の規定は、廣藤奨学金の給付について準

用する。この場合において、同条第１項第４号中「第３条各号」とあるのは、「次条第

１項各号」と読み替えるものとする。 

第２０条第１項第１号中「第３条第１項第１号」を「第３条第１号」に改め、同条第２

項中「奨学金若しくは藤田奨学金の貸付けを受ける者又は」を削り、「給付を受ける者」

の次に「及び藤田奨学金の貸付けを受ける者」を加え、同条第５項中「の規定により準用

する第１８条第４項」を「において準用する第１６条第４項」に改める。 

第２１条を次のように改める。 

（準用） 

第２１条 第８条から第１１条まで、第１３条、第１５条、第１６条（前条第３項第１号

に掲げる髙橋奨学金にあっては、第１６条第１項前段に限る。）、第１７条及び第１８

条の規定は、髙橋奨学金の給付について準用する。この場合において、第１３条第１項

第４号中「第３条各号」とあるのは「第２０条第１項各号」と、第１５条第２項中「前

条第１項第２号」とあり、並びに第１６条第１項及び第３項中「第１４条第１項第２号」

とあるのは「第２０条第１項第２号」と読み替えるものとする。 

第２２条第１項第１号中「第３条第１項第１号」を「第３条第１号」に改め、同項第２

号中「養成施設に」を「養成施設（以下「学校等」という。）に」に改め、同号ウ中「第

３９条第１号」を「第４０条第２項第１号」に改め、同項第３号を削り、同条第３項中
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「次条の規定により準用する第１８条第４項」を「第２６条において読み替えて準用する

第１６条第４項」に改め、同項を同条第４項とし、同条第２項中「もの」を「額」に改め、

同項を同条第３項とし、同条第１項の次に次の１項を加える。 

２ 前項の規定にかかわらず、廣藤奨学金又は髙橋奨学金の給付を受ける者は、藤田奨学

金の貸付けを受けることができない。 

第２３条を次のように改める。 

（藤田奨学金の返還） 

第２３条 藤田奨学金の貸付けを受けている者（以下「藤田奨学生」という。）は、次の

各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間内に市規則で定めると

ころにより貸付けを受けた藤田奨学金（第２６条において読み替えて準用する第１３条

第２項の規定により返還すべきものを除く。）を返還しなければならない。 

(１) 藤田奨学金の貸付期間が終了したとき又は第２６条において読み替えて準用する

第１３条第１項第２号から第４号までのいずれかに該当したとき 当該日の属する月

の翌月から起算して６月後から２０年を経過するまでの間 

(２) 第２６条において読み替えて準用する第１３条第１項第５号に該当したとき 市

長が定める期間 

２ 藤田奨学金は、無利子とする。 

第２４条を第２７条とし、第５章中第２３条の次に次の３条を加える。  

（藤田奨学金の返還の猶予） 

第２４条 市長は、藤田奨学生であった者が大学への進学その他の返還を猶予する正当な

理由があると認めるときは、相当の期間、藤田奨学金の返還を猶予することができる。 

２ 藤田奨学生であった者は、前項の規定により藤田奨学金の返還の猶予を受けようとす

るときは、市規則で定めるところにより市長に申請しなければならない。 

（藤田奨学金の返還の免除） 

第２５条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、藤田奨学金の返還未済額（次

条において読み替えて準用する第１３条第２項の規定により返還すべきものを除く。）

の返還を免除することができる。 

(１) 藤田奨学生又は藤田奨学生であった者が死亡したとき。 

(２) 藤田奨学生又は藤田奨学生であった者が市規則で定める障害を負ったとき。 
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(３) 藤田奨学生であった者並びにその者と同一世帯に属するその者の配偶者及びその

者の両親が貸付期間の終了した日又は貸付けの決定が取り消された日（以下「貸付終

了日等」という。）後において生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第

１項第１号に規定する生活扶助（以下「生活扶助」という。）を受けることとなり、

かつ、その状態が３年以上継続しているとき。 

２ 藤田奨学生、藤田奨学生であった者その他市長が定める者は、前項の規定による返還

の免除を受けようとするときは、市規則で定めるところにより市長に申請しなければな

らない。 

（準用） 

第２６条 第８条から第１１条まで、第１３条及び第１５条から第１８条までの規定は、

藤田奨学金の貸付けについて準用する。この場合において、第８条、第９条の見出し、

第１３条、第１５条第１項及び第１６条から第１８条までの規定中「給付」とあるのは

「貸付け」と、第８条、第９条、第１１条第３号、第１５条第１項、第１６条及び第 

１７条中「教育委員会規則」とあるのは「市規則」と、第８条、第１３条、第１６条及

び第１８条第３号中「教育委員会が」とあるのは「市長が」と、第８条、第１１条、第

１５条第１項、第１６条第３項及び第１７条中「教育委員会に」とあるのは「市長に」

と、第９条、第１０条、第１３条第１項、第１６条及び第１８条中「教育委員会は」と

あるのは「市長は」と、第９条中「給付する」とあるのは「貸し付ける」と、第１０条

中「給付金額」とあるのは「貸付金額」と、第１３条第１項第４号中「第３条各号」と

あるのは「第２２条第１項各号」と、第１５条第２項中「前条第１項第２号に規定する

大学」とあり、及び第１６条中「第１４条第１項第２号に規定する大学」とあるのは

「第２２条第１項第２号に規定する学校等」と読み替えるものとする。 

付則第３条を削る。 

付則第４条中「第２３条の規定により準用する第１５条第１項」を「第２５条第１項」

に、「付則第２条第２項」を「前条第２項」に、「第２３条の規定により準用する第１２

条第２項」を「第２６条において読み替えて準用する第１３条第２項」に改め、同条第３

号中「同一世帯にある」を「同一世帯に属する」に改め、同条第５号を削り、同条第６号

ア中「学校又は養成施設」を「学校等」に改め、「受けた期間」の次に「（以下「貸付期

間」という。）」を加え、同号を同条第５号とし、同条を付則第３条とする。 
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  付 則 

１ この条例は、令和６年１０月１日から施行する。 

２ この条例の施行の際、現に改正前の西宮市教育奨学金条例（以下「改正前条例」とい

う。）第６条第１項又は第５項の規定により奨学金の貸付けの決定を受けている者（改

正前条例付則第２条第２項の規定により、改正前条例第６条第１項又は第５項の規定に

より奨学金の貸付けの決定がなされたものとみなされる者を含む。）の奨学金の貸付け、

返還その他の取扱いについては、なお従前の例による。 

 

 

（参考１） 

○提案理由 

   奨学金の貸付け募集を廃止すること等に伴い、所要の規定の整備を行うため。 

 

（参考２） 

○西宮市教育奨学金条例（現行抄） 

（奨学金の対象者） 

第３条 

２ 奨学金は、次に掲げる要件に該当する者に貸し付けるものとする。 

(１) 前項第１号及び第２号に該当すること。 

(２) 学校教育法第１条に規定する大学（大学院を含む。以下この章において同じ。）その他教育委員会規則で定める学校に在学し 

ていること。 

３ 前項の規定にかかわらず、廣藤奨学金若しくは髙橋奨学金の給付を受ける者又は藤田奨学金の貸付けを受ける者は、奨学金の貸付

けを受けることができない。 

（奨学金の給付又は貸付けの金額） 

第４条 奨学金として給付する金額は、月額１１,０００円を超えない範囲内において教育委員会規則で定めるものとする。 

３ 前項の遺児給付金の金額は、月額１１,０００円を超えない範囲内において教育委員会規則で定めるものとする。 

４ 奨学金として貸し付ける金額は、月額１４,０００円を超えない範囲内において教育委員会規則で定めるものとする。 

（奨学金の給付又は貸付けの期間） 

第４条の２ 奨学金を給付し、又は貸し付ける期間は、第７条に規定する奨学生に係る教育課程の修業年限（奨学金を給付する場合に

おいて、修業年限が４年を超えるときは、４年）を超えない期間とする。 

（奨学金の申請） 

第５条 奨学金の給付又は貸付けを受けようとする者は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請しなければならな

い。 

（奨学金の給付又は貸付けの決定等） 

第６条 

２ 教育委員会は、前条の規定により申請を行った者（次項において「申請者」という。）が当該申請を行った日（以下この項におい

て「申請日」という。）に第３条第２項第２号に規定する学校に在学していない場合において申請日の属する年度の翌年度に当該学

校に入学する見込みがあるときは、仮の貸付けの決定を行うことができる。 

３ 教育委員会は、第１項の決定（前項の規定による仮の貸付けの決定を含む。）を行ったときは、速やかに、教育委員会規則で定め
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るところにより申請者にその旨を通知しなければならない。 

４ 第２項の規定により仮の貸付けの決定を受けた者は、当該決定のあった日の属する年度の翌年度に第３条第２項第２号に規定する

学校に入学したときは、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会が必要と認める書類を教育委員会に提出しなければならな

い。 

５ 教育委員会は、前項の規定により書類が提出されたときは、貸付けの決定を行うものとする。 

（誓約書等の提出） 

第７条 奨学金の給付又は貸付けの決定を受けた者（以下「奨学生」という。）は、教育委員会規則で定めるところにより誓約書その

他教育委員会が必要と認める書類を教育委員会に提出しなければならない。 

（奨学金の交付） 

第８条 教育委員会は、前条の規定により書類が提出されたときは、速やかに、教育委員会規則で定めるところにより奨学金を交付す

るものとする。 

（奨学金の給付金額等の変更） 

第９条 教育委員会は、必要があると認めるときは、奨学金の給付金額又は貸付金額を変更することができる。 

（届出義務） 

第１０条 奨学生（奨学金の給付の決定を受けた者を除く。）は、毎年度、教育委員会規則で定めるところにより在学を証明する書類

を教育委員会に提出しなければならない。 

２ 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、教育委員会にその旨を届け出なければならない。 

(１) 休学し、復学し、転学し、又は退学したとき。 

(２) 教育委員会に届け出た書類の記載事項に変更が生じたとき。 

(３) 前２号に掲げるもののほか、教育委員会規則で定めるとき。 

（奨学金の交付の停止） 

第１１条 教育委員会は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める期間について、奨学金の交付を停止するこ

とができる。 

(２) 奨学生が留年したとき 進級するまでの期間 

(３) 教育委員会が奨学金の交付を停止すべき事由があると認めたとき 教育委員会が定める期間 

（奨学金の給付又は貸付けの決定の取消し等） 

第１２条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の給付又は貸付けの決定を取り消すものとする。 

(１) 奨学生が偽りその他不正な方法により、奨学金の給付又は貸付けの決定を受けたとき。 

(２) 奨学生が奨学金の給付又は貸付けを辞退したとき。 

(４) 奨学生が第３条第１項各号又は第２項各号に掲げる要件を欠いたとき。 

(５) 前各号に掲げるもののほか、教育委員会が奨学生に対し奨学金の給付又は貸付けを行うことが適当でないと認めたとき。 

２ 前項の規定により奨学金の給付又は貸付けの決定を取り消された奨学生は、既に奨学金の給付又は貸付けを受けているときは、次

の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める金額を直ちに返還しなければならない。 

(１) 前項第１号に該当したとき 既に給付又は貸付けを受けた奨学金（以下この項において「既払奨学金」という。）の全額 

(２) 前項第２号から第４号までに該当したとき 既払奨学金のうち同項第２号から第４号までに該当した日の属する月の翌月分以 

後に係る部分 

(３) 前項第５号に該当したとき 既払奨学金のうち教育委員会が定める金額 

（奨学金の返還） 

第１３条 奨学金の貸付けを受けている奨学生（以下「貸付奨学生」という。）は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当

該各号に定める期間内に教育委員会規則で定めるところにより貸付けを受けた奨学金（前条第２項の規定により返還すべきものを除

く。）を返還しなければならない。 

(１) 学校を卒業し、又は奨学金の貸付期間が終了したとき 当該日の属する月の翌月から起算して６月後から１０年を経過するま 

での間 

(２) 前条第１項第２号から第４号までに該当したとき 当該日の属する月の翌月から起算して６月後から１０年を経過するまでの 

 間 

(３) 前条第１項第５号に該当したとき 教育委員会が定める期間 

２ 貸付奨学生は、前項各号に掲げる場合に該当したときは、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会が必要と認める書類を

教育委員会に提出しなければならない。 

３ 奨学金は、無利子とする。 
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（奨学金の返還の猶予） 

第１４条 教育委員会は、貸付奨学生であった者が大学への進学その他の返還を猶予する正当な理由があると認めるときは、相当の期

間、奨学金の返還を猶予することができる。 

２ 貸付奨学生であった者は、前項の規定により奨学金の返還の猶予を受けようとするときは、教育委員会規則で定めるところにより

教育委員会に申請しなければならない。 

（奨学金の返還の免除） 

第１５条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、奨学金の返還未済額（第１２条第２項の規定により返還すべきもの

を除く。）の返還を免除することができる。 

(１) 貸付奨学生又は貸付奨学生であった者が死亡したとき。 

(２) 貸付奨学生又は貸付奨学生であった者が教育委員会規則で定める障害を負ったとき。 

(３) 貸付奨学生であった者並びにその者と同一世帯にあるその者の配偶者及びその者の両親が貸付期間の終了した日又は貸付けの 

決定が取り消された日（以下「貸付終了日等」という。）後において生活保護法（昭和２５年法律第１４４号）第１１条第１項第 

１号に規定する生活扶助（以下「生活扶助」という。）を受けることとなり、かつ、その状態が３年以上継続しているとき。 

２ 貸付奨学生、貸付奨学生であった者その他教育委員会が定める者は、前項の規定による返還の免除を受けようとするときは、教育

委員会規則で定めるところにより教育委員会に申請しなければならない。 

（廣藤奨学金の対象者等） 

第１６条 廣藤啓補氏から寄付を受けた１億円の利息をもって同氏の寄付の趣旨に沿い、次に掲げる要件に該当する者に廣藤奨学金を

給付するものとする。 

(１) 第３条第１項第１号及び第２号に該当すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、奨学金若しくは藤田奨学金の貸付けを受ける者又は髙橋奨学金の給付を受ける者は、廣藤奨学金の給付

を受けることができない。 

３ 廣藤奨学金として給付する金額は、月額１２,０００円を超えない範囲内において教育委員会規則で定めるものとする。 

４ 廣藤奨学金を給付する期間は、第１８条第４項の規定により給付の決定を受けた者に係る教育課程の修業年限を超えない期間とす

る。 

（廣藤奨学金の申請） 

第１７条 

２ 前項の規定による申請は、翌年度に前条第１項第２号に掲げる大学に入学しようとする者が行うことができるものとし、既に大学

に在学している者は、申請することができない。 

（廣藤奨学金の給付の決定等） 

第１８条 教育委員会は、前条第１項の規定による申請があったときは、教育委員会が別に定める基準に基づき、申請に対する決定を

行うものとする。この場合において行う給付の決定は、第１６条第１項第２号に掲げる大学に入学することを条件とする仮の給付の

決定とする。 

２ 教育委員会は、申請に対する決定を行ったときは、速やかに、教育委員会規則で定めるところにより前条第１項の規定により申請

を行った者にその旨を通知しなければならない。 

３ 仮の給付の決定を受けた者は、当該決定のあった日の属する年度の翌年度に第１６条第１項第２号に掲げる大学に入学したとき

は、教育委員会規則で定めるところにより教育委員会が必要と認める書類を教育委員会に提出しなければならない。 

（準用規定） 

第１９条 第７条から第１２条までの規定は、廣藤奨学金の給付について準用する。この場合において、第７条及び第１２条中「給付

又は貸付け」とあるのは「給付」と、第９条中「給付金額又は貸付金額」とあるのは「給付金額」と、第１２条第１項中「第３条第

１項各号又は第２項各号」とあるのは「第１６条第１項各号」と読み替えるものとする。 

（髙橋奨学金の対象者等） 

第２０条 髙橋郁子氏から寄付を受けた２億円の利息をもって同氏の寄付の趣旨に沿い、次に掲げる要件に該当する者に髙橋奨学金を

給付するものとする。 

(１) 第３条第１項第１号及び第２号に該当すること。 

２ 前項の規定にかかわらず、奨学金若しくは藤田奨学金の貸付けを受ける者又は廣藤奨学金の給付を受ける者は、髙橋奨学金の給付

を受けることができない。 

５ 第３項第２号に掲げる髙橋奨学金を給付する期間は、次条の規定により準用する第１８条第４項の規定により給付の決定を受けた

者に係る教育課程の修業年限を超えない期間とする。 

（準用規定） 
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第２１条 第７条から第１２条まで、第１７条及び第１８条の規定は、髙橋奨学金の給付について準用する。この場合において、第７

条及び第１２条中「給付又は貸付け」とあるのは「給付」と、第９条中「給付金額又は貸付金額」とあるのは「給付金額」と、第１

２条第１項中「第３条第１項各号又は第２項各号」とあるのは「第２０条第１項各号」と、第１７条第２項中「前条第１項第２号」

とあり、並びに第１８条第１項及び第３項中「第１６条第１項第２号」とあるのは「第２０条第１項第２号」と読み替えるものとす

る。 

（藤田奨学金の対象者等） 

第２２条 藤田亀太郎氏から寄付を受けた１億円の利息をもって同氏の寄付の趣旨に沿い、次に掲げる要件に該当する者に藤田奨学金

を貸し付けるものとする。 

(１) 第３条第１項第１号及び第２号に該当すること。 

(２) 次に掲げるいずれかの学校又は養成施設に在学していること。 

ウ 社会福祉士及び介護福祉士法（昭和６２年法律第３０号）第３９条第１号に規定する学校又は養成施設（修業年限が２年以上 

のものに限る。） 

(３) 他の奨学資金の給付又は貸付けを受けていないこと。 

２ 藤田奨学金として貸し付ける金額は、月額４８,０００円を超えない範囲内において市規則で定めるものとする。 

３ 藤田奨学金を貸し付ける期間は、次条の規定により準用する第１８条第４項の規定により貸付けの決定を受けた者に係る教育課程

の修業年限を超えない期間とする。 

（準用規定） 

第２３条 第７条から第１５条まで、第１７条及び第１８条の規定は、藤田奨学金の貸付けについて準用する。この場合において、第

７条及び第１２条中「給付又は貸付け」とあるのは「貸付け」と、第７条、第８条、第１０条、第１３条第１項及び第２項、第１４

条第２項、第１５条、第１７条第１項並びに第１８条第２項及び第３項中「教育委員会規則」とあるのは「市規則」と、第７条、第

１１条、第１２条、第１３条第１項及び第２項、第１５条第２項並びに第１８条第１項及び第３項中「教育委員会が」とあるのは

「市長が」と、第７条、第１０条、第１３条第２項、第１４条第２項、第１５条第２項、第１７条第１項及び第１８条第３項中「教

育委員会に」とあるのは「市長に」と、第８条、第９条、第１１条、第１２条第１項、第１４条第１項、第１５条第１項並びに第１

８条第１項、第２項及び第４項中「教育委員会は」とあるのは「市長は」と、第９条中「給付金額又は貸付金額」とあるのは「貸付

金額」と、第１２条第１項中「第３条第１項各号又は第２項各号」とあるのは「第２２条第１項各号」と、第１３条第１項中「前条

第２項」とあるのは「第２３条の規定により準用する前条第２項」と、「１０年」とあるのは「２０年」と、第１５条第１項中「第

１２条第２項」とあるのは「第２３条の規定により準用する第１２条第２項」と、第１７条第１項並びに第１８条第１項、第３項及

び第４項中「給付」とあるのは「貸付け」と、第１７条第２項中「前条第１項第２号」とあり、並びに第１８条第１項及び第３項中

「第１６条第１項第２号」とあるのは「第２２条第１項第２号」と、第１７条第２項並びに第１８条第１項及び第３項中「大学」と

あるのは「学校又は養成施設」と読み替えるものとする。 

付 則  

（奨学金の返還免除の特例） 

第３条 教育委員会は、第１５条第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、前条第２項の規定によりこの条

例が適用される奨学金の貸付けに係る返還未済額（第１２条第２項の規定により返還すべきものを除く。）の返還を免除することが

できる。 

(１) 貸付奨学生又は貸付奨学生であった者が死亡したとき。 

(２) 貸付奨学生又は貸付奨学生であった者が身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）別表第５号に掲げる障害 

程度が１級若しくは２級の認定を受けたとき又は都道府県知事による重度知的障害の認定を受けたとき。 

(３) 貸付奨学生であった者並びにその者と同一世帯にあるその者の配偶者及びその者の両親が次に掲げるいずれかの状態にあると 

き。 

ア 貸付終了日等後において生活扶助を受けることとなり、かつ、その状態が３年以上継続しているとき。 

イ 貸付終了日等の属する年度の翌々年度以後において市民税が非課税となり、その状態が３年以上継続しているとき。 

(４) 貸付奨学生又は貸付奨学生であった者が前３号に準じる状態であると教育委員会が認めたとき。 

(５) 貸付奨学生であった者が奨学金の返還について各納期に遅延することなく返還すべき金額を返還し、かつ、返還開始後５年以 

内に貸付けを受けた奨学金の３分の２に相当する金額以上の金額を返還したとき。 

(６) 貸付奨学生であった者が次に掲げる要件に該当するとき。 

ア 西宮市立学校園の教育職員（教育職員免許法（昭和２４年法律第１４７号）第２条第１項に規定する教育職員をいう。）の職 

に就き、かつ、３年以上継続してその職にあること。 

イ 奨学金の返還について各納期に遅延することなく返還すべき金額を返還し、かつ、貸付けを受けた奨学金の２分の１に相当す 
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る金額以上の金額を返還していること。 

（藤田奨学金の返還免除の特例） 

第４条 市長は、第２３条の規定により準用する第１５条第１項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、付則第

２条第２項の規定によりこの条例が適用される藤田奨学金の貸付けに係る返還未済額（第２３条の規定により準用する第１２条第２

項の規定により返還すべきものを除く。）の返還を免除することができる。 

(３) 藤田奨学金の貸付けを受けた者並びにその者と同一世帯にあるその者の配偶者及びその者の両親が次に掲げるいずれかの状態 

にあるとき。 

ア 貸付終了日等後において生活扶助を受けることとなり、かつ、その状態が３年以上継続しているとき。 

イ 貸付終了日等の属する年度の翌々年度以後において市民税が非課税となり、その状態が３年以上継続しているとき。 

(５) 藤田奨学金の貸付けを受けた者が藤田奨学金の返還について各納期に遅延することなく返還すべき金額を返還し、かつ、返還 

開始後１０年以内に貸付けを受けた奨学金の３分の２に相当する金額以上の金額を返還したとき。 

(６) 藤田奨学金の貸付けを受けた者が次に掲げる要件に該当するとき。 

ア 学校又は養成施設を卒業した後、西宮市内にある幼稚園、小学校、中学校、義務教育学校、高等学校若しくは特別支援学校の 

教諭若しくは養護教諭の職に就き、又は西宮市内にある福祉施設において理学療法士、作業療法士、介護福祉士、看護師若しく 

は保健師の職に就き、若しくは介護等を主とする職務に従事し、かつ、藤田奨学金の貸付けを受けた期間に相当する期間以上の 

期間継続してその職に就き、又はその職務に従事していること。 
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議案第１８６号 

 

西宮市都市公園条例の一部を改正する条例制定の件 

 

西宮市都市公園条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市都市公園条例の一部を改正する条例 

 

西宮市都市公園条例（昭和３２年西宮市条例第１７号）の一部を次のように改正する。 

 第１１条中「法第５条第１項」を「次条に定めるものを除き、法第５条第１項」に改め、

同条の次に次の１条を加える。 

（利用料金） 

第１１条の２ 第３条第１項若しくは第３項の許可（第２０条第１号に掲げる都市公園に

おける行為に係るものに限り、第３条第１項第５号に掲げる行為に係るものを除く。）

若しくは第８条第１項の規定による有料公園施設（西宮市鳴尾浜臨海公園海づり広場に

限る。）の利用許可を受けた者又は公園駐車場（西宮市鳴尾浜臨海公園南地区西駐車場

に限る。）を利用する者は、第２０条の規定により同条第１号に掲げる都市公園の管理

を行う指定管理者に利用料金を納付しなければならない。 

２ 利用料金の額については、別表第３、別表第７及び別表第８に定める額の範囲内にお

いて、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定める。 

３ 利用料金は、指定管理者の収入として収受させるものとする。 

４ 指定管理者は、市長の承認を得て定めた基準により、利用料金を減額し、若しくは免

除し、又は利用料金の全部若しくは一部を還付することができる。 
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第２０条第１号中「市道鳴第４４８号線より南側の」を「西宮市鳴尾浜臨海公園海づり

広場及び西宮市鳴尾浜臨海公園南地区西駐車場に係る」に改める。 

第２０条の２第２号中「に係る申請の受理及び許可書の交付」を削る。 

別表第１中 

「 

西宮市鳴尾浜臨海公園南地区東駐車場 西宮市鳴尾浜２丁目 

西宮市鳴尾浜臨海公園南地区西駐車場 西宮市鳴尾浜３丁目 

                              」 

を 

「 

西宮市鳴尾浜臨海公園南地区西駐車場 西宮市鳴尾浜３丁目 

                              」 

に改める。 

別表第３を削る。 

別表第２の２中「第１１条」の次に「、第１１条の２」を加え、同表備考中「使用料」

の次に「又は利用料金」を加え、同表を別表第３とする。 

別表第７中「第１１条」の次に「、第１１条の２」を、「使用料」の次に「又は利用料

金」を加え、同表の次に次の１表を加える。 

別表第８（第１１条の２関係） 

西宮市鳴尾浜臨海公園 

 施設名 区分 利用料金（入場１回当たり） 

 

海づり広場 
釣り 

高校生以上 ３００円 

 小学生及び中学生 １５０円 

 見学（小学生以上） １００円 

 

   付 則 

１ この条例は、令和７年４月１日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から

施行する。 
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２ 改正後の西宮市都市公園条例の規定による利用料金の額の設定その他の準備行為は、

この条例の施行前においても、行うことができる。 

３ 改正前の西宮市都市公園条例の規定により発行された西宮市鳴尾浜臨海公園海づり広

場の利用に係る回数券については、令和１０年３月３１日までの間、引き続き使用する

ことができる。 

４ この条例の施行の際、現に西宮市鳴尾浜臨海公園南地区東駐車場及び西宮市鳴尾浜臨

海公園南地区西駐車場を利用している者で、この条例の施行の日以後に退場するものに

係る同日前の利用に係る使用料の徴収については、なお従前の例による。 

 

 

（参考１） 

○提案理由 

   指定管理者に管理を行わせる都市公園の変更及び利用料金制の導入等に伴い、所要

の規定の整備を行うため。 

 

（参考２） 

○西宮市都市公園条例（現行抄） 

（使用料） 

第１１条 法第５条第１項若しくは法第６条第１項若しくは第３項本文の許可、第３条第１項若しくは第３項の許可（同条第１項第５

号に掲げる行為に係るものを除く。）若しくは第８条第１項の規定による有料公園施設の利用許可を受けた者又は公園駐車場を利用

する者は、別表第２から別表第７までに掲げる額の使用料を納付しなければならない。 

（指定管理者） 

第２０条 市長は、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項の規定により、指定管理者に次に掲げる都市公園の

管理を行わせるものとする。 

(１) 西宮市鳴尾浜臨海公園（市道鳴第４４８号線より南側の部分に限る。） 

（指定管理者が行う業務の範囲） 

第２０条の２ 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。 

(２) 第８条第１項に規定する有料公園施設等の利用の許可に係る申請の受理及び許可書の交付に関する事務を行うこと。 

別表第１（第７条関係） 

名称 所在地 

公園駐車場 
西宮市鳴尾浜臨海公園南地区東駐車場 西宮市鳴尾浜２丁目 

西宮市鳴尾浜臨海公園南地区西駐車場 西宮市鳴尾浜３丁目 

（該当部分のみ抜粋） 

別表第２の２（第１１条関係） 

 備考 

１ 使用料が日額で定められているものについて、行為期間に１日未満の端数時間がある場合は、１日として計算する。 

２ 使用料が時間額で定められているものについて、行為時間に１時間未満の端数時間がある場合は、１時間として計算する。 
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３ 使用する面積にこの表に定める単位に満たない端数がある場合は、当該単位に切り上げて計算する。 

４ 使用料の額が１００円に満たない場合にあつては、これを１００円とする。 

（該当部分のみ抜粋） 

別表第３（第１１条関係） 

 西宮市鳴尾浜臨海公園 

名称 区分 使用料（入場１回当たり） 

 

海づり広場 
釣り 

高校生以上 ３００円 

小学生及び中学生 １５０円 

見学（小学生以上） １００円 

備考 使用料については、回数券を発行することができるものとし、その額は、この表に掲げる使用料の額に当該回数券の利用回数 

を乗じて得た額を超えない範囲内で、規則で定める。 

別表第７（第１１条関係） 

使用料 

公園駐車場 
駐車時間が１時間までの場合は１００円とし、駐車時間が１時間を超える場合は、その超える３０分までごとに

１００円を加算した額とする。 

備考 使用料は、１回につき１日当たり１,０００円（西宮市北山公園駐車場にあつては、８００円）を上限とする。 
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議案第１８７号 

 

西宮市附属機関条例の一部を改正する条例制定の件 

 

西宮市附属機関条例の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

西宮市条例第  号 

 

   西宮市附属機関条例の一部を改正する条例 

 

西宮市附属機関条例（平成２５年西宮市条例第３号）の一部を次のように改正する。 

第２８条の６（見出しを含む。）中「西宮浜総合公園内公園施設設置・管理事業者選定 

委員会」を「西宮市都市公園Ｐａｒｋ－ＰＦＩ事業者選定委員会」に改める。 

 別表中 

「  

西宮浜総合公園内公園施

設設置・管理事業者選定

委員会 

 

西宮浜総合公園内のにぎわい創出ゾーンにお

ける公園施設の設置及び管理に係る事業者の

選定基準の策定及び事業者の選定についての

審議 

                                   」 

を 

「 
  

西宮市都市公園Ｐａｒｋ

－ＰＦＩ事業者選定委員

会 

西宮市都市公園におけるＰａｒｋ－ＰＦＩ事

業者の選定基準の策定及びＰａｒｋ－ＰＦＩ

事業者の選定についての審議 
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                                   」 

に改める。 

 

付 則 

この条例は、公布の日から施行する。 

 

 

（参考１） 

○提案理由 

   Ｐａｒｋ－ＰＦＩ制度を想定した選定委員会の対象公園を全ての都市公園に拡大す

ることに伴い、所要の規定の整備を行うため。 

 

（参考２） 

○西宮市附属機関条例（現行抄） 

（西宮浜総合公園内公園施設設置・管理事業者選定委員会の特例） 

第２８条の６ 西宮浜総合公園内公園施設設置・管理事業者選定委員会における第３条第１項から第４項までの規定の適用について

は、これらの規定中「会長」とあるのは「委員長」と、同条第１項、第３項及び第４項ただし書中「副会長」とあるのは「副委員

長」とする。 

別表（第１条、第２条、第２２条、第２３条、第２８条の４、第４４条、第４６条の３、第４７条関係）  

附属機関の属す

る執行機関等 
根拠規定 附属機関 担任事務 

委員総数

の上限 
構成 

市長 地方自治法（昭和

２２年法律第６７

号）第１３８条の

４第３項 

西宮浜総合公園内

公園施設設置・管

理事業者選定委員

会 

西宮浜総合公園内のにぎわい

創出ゾーンにおける公園施設

の設置及び管理に係る事業者

の選定基準の策定及び事業者

の選定についての審議 

５人 学識経験者 

（該当部分のみ抜粋） 



 

 

議案第 １８８ 号 

 

 

令和６年度 西宮市一般会計補正予算 

（ 第３号 ） 

 

 

令和６年度 西宮市の一般会計補正予算（第３号）は次に定めるところによる。 

（ 歳入歳出予算の補正 ） 

第１条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 684,438 千円を追加し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ 207,945,641 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出

予算の金額は「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（ 債務負担行為の補正 ） 

第２条 債務負担行為の追加は「第２表 債務負担行為補正」による。 

 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

 

西宮市長 石 井 登志郎 
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                          第 １ 表     歳 入 歳 出 予 算 補 正

     １ 歳 入                                                                      （単位：千円）
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
 ┃         款         │         項         │   補正前の額   │   補 正 額   │       計       ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃45  国庫支出金      │                    │      42,774,881│           3,320│      42,778,201┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │10  国庫補助金      │       9,922,230│           1,320│       9,923,550┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │15  国庫委託金      │         103,513│           2,000│         105,513┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃50  県支出金        │                    │      13,710,111│           7,732│      13,717,843┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │10  県補助金        │       2,313,079│           7,732│       2,320,811┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃65  繰 入 金        │                    │       8,616,955│         126,388│       8,743,343┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  繰 入 金        │       8,616,955│         126,388│       8,743,343┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃75  諸 収 入        │                    │       6,465,275│         546,998│       7,012,273┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │90  雑    入        │       5,234,123│         546,998│       5,781,121┃
┠──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃    歳   入   合   計    │     207,261,203│         684,438│     207,945,641┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
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     ２ 歳 出                                                                      （単位：千円）
┏━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━┓
 ┃         款         │         項         │   補正前の額   │   補 正 額   │       計       ┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃10  総 務 費        │                    │      21,966,948│         112,451│      22,079,399┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  総 務 費        │      18,169,026│         112,451│      18,281,477┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃15  民 生 費        │                    │      99,095,203│          11,980│      99,107,183┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │20  障害福祉費      │      19,926,701│           9,340│      19,936,041┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │25  生活保護費      │      15,358,687│           2,640│      15,361,327┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃20  衛 生 費        │                    │      20,201,330│         556,275│      20,757,605┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │03  保 健 費        │       6,997,831│         556,275│       7,554,106┃
┠──────────┼──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃50  教 育 費        │                    │      24,291,323│           3,732│      24,295,055┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │05  教育総務費      │       3,709,240│           2,888│       3,712,128┃
┃                    ├──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃                    │20  特別支援学校費  │         456,486│             844│         457,330┃
┠──────────┴──────────┼────────┼────────┼────────┨
 ┃    歳   出   合   計    │     207,261,203│         684,438│     207,945,641┃
┗━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━┛
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追 　加

ノ ー ト パ ソ コ ン 端 末 賃 借 料 令和7～10年度 22,477

第　２　表　　債 務 負 担 行 為 補 正

（単位：千円）

事 項 期 間 限 度 額

学 校 施 設 包 括 管 理 業 務 令和7～11年度 4,267,320
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　　      債務負担行為で翌年度以降にわたるも
　　      および当該年度以降の支出予定額等に

　追　加

  令和５年度末までの   令和６年度以降の
事 項 限  度  額   支出額   支出（見込）額

期 間 金 額 期 間 金 額

（ 参 考 ）

1.　 ノートパソコン端末賃借料
　　　（令和7年度～令和10年度）
     職員用ノートパソコンの賃借料
　   総  事  業  費 24,082,000 円の一部

2.　 学校施設包括管理業務
　　　（令和7年度～令和11年度）
     西宮市立学校施設包括管理業務の委託

22,477,000円

4,267,320,000円

学 校 施 設 包 括 管 理 業 務 4,267,320 7～11 4,267,320

ノートパソコン端末賃借料 22,477 7～10 22,477
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のについての前年度末までの支出額
関する調書

（単位：千円）

国 県 支 出 金 市 債 そ の 他

4,193,35573,965

22,477

左 の 財 源 内 訳
特 定 財 源

一 般 財 源

8－17
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議案第１９０号 

 

財産取得の件 

 

下記のとおり動産を買い入れる。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 動産の種別及び数量 

  動産の種別 高規格救急自動車（鳴尾１９、浜９、瓦木９） 

  数   量 ３台 

 

２ 買入価格 

  金６０，９１８，０００円 

 

３ 買入れの相手方 

神戸市長田区二番町４丁目５０ 

  兵庫日産自動車 株式会社 法人営業部 

 

４ 買入れの目的 

   高規格救急自動車３台の更新整備に係る車両購入のため。 
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（参考１） 

(１)  納  期 令和７年３月３１日 

(２)  納入場所 西宮市消防局整備センター 

 

（参考２） 

入札結果表 

 

令和６年５月１０日執行 

名 称  高規格救急自動車（鳴尾１９、浜９、瓦木９） 

予 定 価 格  金６８，１９４，３１８円（入札書比較価格 金６１，９９４，８３５円） 

最低制限価格  金  ————————————  円（入札書比較価格 金   ————————————  円） 

入 札 者 入札価格（単位：円） 備 考 

兵庫日産自動車 株式会社 法人営業部 ５５，３８０，０００ 落 札 

兵庫トヨタ自動車 株式会社 特販営業所 ６１，８００，０００  

有限会社 岡本ポンプ ６２，８５０，０００  
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議案第１９１号 

 

財産取得の件 

 

下記のとおり動産を買い入れる。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 動産の種別及び数量 

  動産の種別 災害対応特殊消防ポンプ自動車（西宮１、瓦木１）シャシ 

  数   量 ２台 

 

２ 買入価格 

  金１７，８０５，５６１円 

 

３ 買入れの相手方 

神戸市東灘区向洋町西４－４ 

  いすゞ自動車近畿 株式会社 神戸支店 

 

４ 買入れの目的 

   災害対応特殊消防ポンプ自動車２台の更新整備に係る車両購入のため。 
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（参考１） 

(１)  納  期 令和７年３月３１日 

(２)  納入場所 西宮市消防局整備センター 

 

（参考２） 

入札結果表 

 

令和６年５月１０日執行 

名 称  災害対応特殊消防ポンプ自動車（西宮１、瓦木１）シャシ 

予 定 価 格  金２２，７１９，４００円（入札書比較価格 金２０，６５４，０００円） 

最低制限価格  金  ————————————  円（入札書比較価格 金   ————————————  円） 

入 札 者 入札価格（単位：円） 備 考 

いすゞ自動車近畿 株式会社 神戸支店 １６，１８６，８７４ 落 札 
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議案第１９２号 

 

財産取得の件 

 

下記のとおり動産を買い入れる。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 動産の種別及び数量 

  動産の種別 高度救命処置用資機材（瓦木９、浜９、鳴尾１９） 

  数   量 一式３台分 

 

２ 買入価格 

  金３８，７７５，０００円 

 

３ 買入れの相手方 

神戸市中央区港島中町２丁目２番１ 

  日本船舶薬品 株式会社 神戸支店 

 

４ 買入れの目的 

   高規格救急自動車３台の更新整備に伴い、当車に積載する資機材を購入するため。 
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（参考１） 

(１)  納  期 令和７年３月３１日 

(２)  納入場所 西宮市消防局救急課 

 

（参考２） 

入札結果表 

 

令和６年５月１０日執行 

名 称  高度救命処置用資機材（瓦木９、浜９、鳴尾１９） 

予 定 価 格  金３８，８０１，７１３円（入札書比較価格 金３５，２７４，２８５円） 

最低制限価格  金  ————————————  円（入札書比較価格 金   ————————————  円） 

入 札 者 入札価格（単位：円） 備 考 

日本船舶薬品 株式会社 神戸支店 ３５，２５０，０００ 落 札 
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議案第１９３号 

 

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関する協議の件 

 

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更に関して、次のとおり関係地方公共団体と

協議するため、議決を求める。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

   兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の一部を変更する規約 

 

兵庫県後期高齢者医療広域連合規約（平成１９年１月１７日兵庫県指令市振第２２９７

号）の一部を次のように変更する。 

 第４条中「に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に掲げる」を「及び高齢者

医療確保法に基づく命令に基づき後期高齢者医療広域連合が行うものとされた後期高齢者

医療の事務及びそれに付随する」に改め、同条ただし書及び各号を削る。 

第１７条第２項中「別表第２」を「別表」に改める。 

別表第１を削り、別表第２を別表とする。 

 

附 則 

この規約は、令和６年１２月２日から施行する。 
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（参考１） 

○提案理由 

   兵庫県後期高齢者医療広域連合規約の変更を行うことについて、関係地方公共団体

と協議するため。 

 

（参考２） 

○兵庫県後期高齢者医療広域連合規約（現行抄） 

（広域連合の処理する事務） 

第４条 広域連合は、高齢者の医療の確保に関する法律（昭和５７年法律第８０号。以下

「高齢者医療確保法」という。）に規定する後期高齢者医療制度の事務のうち、次に

掲げる事務を処理する。ただし、当該事務のうち、別表第１に定める事務は、関係市

町が処理する。 

(１) 被保険者の資格の管理に関する事務 

(２) 医療給付に関する事務 

(３) 保険料の賦課に関する事務 

(４) 保健事業に関する事務 

(５) その他後期高齢者医療制度の施行に関する事務 

（広域連合の経費の支弁の方法） 

第１７条 

２ 前項第１号に規定する関係市町の負担金の額は、別表第２の規定に基づき、広域連合

の予算において定めるものとする。 

別表第１（第４条関係） 

(１) 被保険者の資格の管理に関する申請及び届出の受付 

(２) 被保険者証及び被保険者資格証明書の引渡し 

(３) 被保険者証及び被保険者資格証明書の返還の受付 

(４) 医療給付に関する申請及び届出の受付並びに証明書の引渡し 

(５) 保険料に関する申請の受付 

(６) 前各号に掲げる事務に付随する事務 

別表第２（第１７条関係） 
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（該当部分のみ抜粋） 

 

（参考３） 

〇地方自治法 

（組織、事務及び規約の変更） 

第２９１条の３ 広域連合は、これを組織する地方公共団体の数を増減し若しくは処理す

る事務を変更し、又は広域連合の規約を変更しようとするときは、関係地方公共団体の

協議によりこれを定め、都道府県の加入するものにあつては総務大臣、その他のものに

あつては都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、次条第１項第６号若し

くは第９号に掲げる事項又は前条第１項若しくは第２項の規定により広域連合が新たに

事務を処理することとされた場合（変更された場合を含む。）における当該事務のみに

係る広域連合の規約を変更しようとするときは、この限りでない。 

（議会の議決を要する協議） 

第２９１条の１１ 第２８４条第３項、第２９１条の３第１項及び第３項、前条第１項並

びに第２９１条の１３において準用する第２８９条の協議については、関係地方公共団

体の議会の議決を経なければならない。 
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議案第１９４号 

 

訴え提起の件 

 

下記のとおり訴えを提起する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

     記 

 

１ 訴えの事件名 

市営住宅明渡し等請求事件 

２ 訴えの相手方 

(１)＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

    ＊＊ ＊＊ 

(２)＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

    ＊＊ ＊＊ 

３ 訴えの趣旨 

(１)次に掲げる市営住宅の明渡しを求める。 

ア 相手方(１)にあっては当該住所地の市営住宅 

イ 相手方(２)にあっては＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊  

(２)次に掲げる金員の支払を求める。 

  ア 相手方(１)にあっては滞納家賃、家賃相当損害金及び延滞金 

  イ 相手方(２)にあっては滞納家賃、家賃相当損害金及び延滞金 

(３)相手方(１)及び(２)にあっては滞納家賃等の全額を支払い、以後の家賃を滞納せ

ずに支払うと申し出た場合、この項(１)及び(２)の規定にかかわらず、市は当該市

営住宅を対象とした訴え提起前の和解を申し立てることができる。 
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４ 訴訟方法等 

  控訴、上告、和解、調停その他本件処理に関する事項は、市長に一任する。 

 

 

（参考） 

◯訴えを提起する理由 

   市営住宅の入居者である相手方(１)及び(２)にあっては家賃等を長期にわたり滞納

し、市の催告にもかかわらずこれに応じないため、訴えを提起するものである。 
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議案第１９５号 

 

工事請負契約締結の件 

 

下記のとおり契約を締結する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 契 約の目 的 江上庁舎・旧保健所解体工事 

２ 契 約 金 額 金３７６，２００，０００円 

 

３ 契約の相手方 

西宮市高松町２０番２１号 

株式会社 松田組 

 

（参考） 

(１) 工  期  令和７年１２月２６日 

(２) 工事場所  西宮市江上町 

(３) 工事概要  解体工事 

          江上庁舎 

           庁舎：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 

地上４階建 延床面積 １，８２１㎡ 

           プレハブ倉庫：鉄骨造 平屋建 延床面積 １２７㎡ 

           倉庫：コンクリートブロック造 平屋建 延床面積 ４７㎡ 

旧保健所 
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           本館：鉄筋コンクリート造 地上３階建 延床面積 ２，１８４ 

              ㎡ 

           車庫棟：鉄骨造 地上２階建 延床面積 ３３７㎡ 

         外構整備工事 
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入札結果表 

 

令和６年３月８日 開札、入札参加資格の審査後に令和６年３月１３日 一般競争入札により決定 

名 称  江上庁舎・旧保健所解体工事 

予 定 価 格  金３８２，０３０千円（入札書比較価格 金３４７，３００千円） 

最低制限価格  金３５１，４６７千円（最低制限比較価格 金３１９，５１６千円） 

入 札 者 

入札価格（単位：千円） 

備  考 

１回目 ２回目 

株式会社 松田組 ３７２，０００ ３４２，０００ 落  札 

株式会社 巨勢工務店 ４４６，０００ ３６８，９００  

三日月建設 株式会社 ４３４，９６０  辞  退 

株式会社 平塚工務店 ４７５，０００  辞  退 

日光建設工業 株式会社   辞  退 
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契約業者経歴表 

                                      （単位：千円） 

１ 業 者 名 株式会社 松田組 

２ 資 本 金 ７２，０００ 

３

最近１年間の 

完 成 工 事 高 

建築一式工事                   １，２８８，４９６ 

土木一式工事                   １，００３，３７０ 

その他工事                          ６８２ 

計                      ２，２９２，５４８ 

４

最近３年間の 

本 市 以 外 の 

主 要 工 事 

もりのおと小規模保育園新築工事                １０９，４００ 

雲雀丘花屋敷運輸ビル寝室他設備改良工事のうち建築工事      ９４，０００ 

六甲変電所耐震補強工事のうち建築工事             １１７，７００ 

南茨木阪急ビル解体に伴う南茨木駅橋上駅舎耐震性能維持工 

事のうち建築工事                        ４０，７００ 

５

最近３年間の 

本市に対する 

主 要 工 事 

生瀬小学校体育館・特別教室棟大規模改修他建築工事       １０３，４００ 

市営住宅池田町外壁改修他工事                 １６０，６００ 

津門保育所・津門児童館改築工事（ＪＶ工事比率７０％）     ６２１，５００ 

段上小学校大規模改修他工事（ＪＶ工事比率７０％）     １，３０６，８００ 

上之町保育所・北瓦木センター大規模改修工事          １８６，７８０ 

６

現在施 

工中の 

工 事 

本市に対 

する分 

瓦木小学校長寿命化改修他工事（ＪＶ工事比率７０％）    １，４３０，０００ 

今津小学校長寿命化改修他工事（ＪＶ工事比率４０％）    １，４１２，４００ 

市営城ケ堀町住宅整備工事（ＪＶ工事比率７０％）      １，２１２，２００ 

 

 

本市以外 

に対する 

分 

該当なし 
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工 事 場 所 ：工 事 場 所 ：工 事 場 所 ：工 事 場 所 ：工 事 場 所 ：工 事 場 所 ：工 事 場 所 ：

西 宮 市 江 上 町 3-2 6西 宮 市 江 上 町 3-2 6西 宮 市 江 上 町 3-2 6西 宮 市 江 上 町 3-2 6西 宮 市 江 上 町 3-2 6西 宮 市 江 上 町 3-2 6西 宮 市 江 上 町 3-2 6

旧 保 健 所旧 保 健 所旧 保 健 所旧 保 健 所旧 保 健 所旧 保 健 所旧 保 健 所

西 宮 市 江 上 町 3-4 0西 宮 市 江 上 町 3-4 0西 宮 市 江 上 町 3-4 0西 宮 市 江 上 町 3-4 0西 宮 市 江 上 町 3-4 0西 宮 市 江 上 町 3-4 0西 宮 市 江 上 町 3-4 0

工 事 場 所 ： 江 上 庁 舎工 事 場 所 ： 江 上 庁 舎工 事 場 所 ： 江 上 庁 舎工 事 場 所 ： 江 上 庁 舎工 事 場 所 ： 江 上 庁 舎工 事 場 所 ： 江 上 庁 舎工 事 場 所 ： 江 上 庁 舎

江上庁舎・旧保健所解体工事　付近見取図（1/2500)江上庁舎・旧保健所解体工事　付近見取図（1/2500)江上庁舎・旧保健所解体工事　付近見取図（1/2500)江上庁舎・旧保健所解体工事　付近見取図（1/2500)江上庁舎・旧保健所解体工事　付近見取図（1/2500)江上庁舎・旧保健所解体工事　付近見取図（1/2500)江上庁舎・旧保健所解体工事　付近見取図（1/2500)
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旧保健所旧保健所旧保健所旧保健所旧保健所旧保健所旧保健所

江上庁舎江上庁舎江上庁舎江上庁舎江上庁舎江上庁舎江上庁舎

江上庁舎・旧保健所解体工事　配置図（1/600)江上庁舎・旧保健所解体工事　配置図（1/600)江上庁舎・旧保健所解体工事　配置図（1/600)江上庁舎・旧保健所解体工事　配置図（1/600)江上庁舎・旧保健所解体工事　配置図（1/600)江上庁舎・旧保健所解体工事　配置図（1/600)江上庁舎・旧保健所解体工事　配置図（1/600)

道路道路道路道路道路道路道路

■建物概要■建物概要■建物概要■建物概要■建物概要■建物概要■建物概要

■工事概要■工事概要■工事概要■工事概要■工事概要■工事概要■工事概要

・解体工事・解体工事・解体工事・解体工事・解体工事・解体工事・解体工事

・外構整備工事・外構整備工事・外構整備工事・外構整備工事・外構整備工事・外構整備工事・外構整備工事

・江上庁舎・江上庁舎・江上庁舎・江上庁舎・江上庁舎・江上庁舎・江上庁舎

庁舎　　　　：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 地上4階建  延床面積  1821㎡庁舎　　　　：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 地上4階建  延床面積  1821㎡庁舎　　　　：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 地上4階建  延床面積  1821㎡庁舎　　　　：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 地上4階建  延床面積  1821㎡庁舎　　　　：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 地上4階建  延床面積  1821㎡庁舎　　　　：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 地上4階建  延床面積  1821㎡庁舎　　　　：鉄筋コンクリート造（一部鉄骨鉄筋コンクリート造） 地上4階建  延床面積  1821㎡

・旧保健所・旧保健所・旧保健所・旧保健所・旧保健所・旧保健所・旧保健所

本館　　　  ：鉄筋コンクリート造 地上3階建  延床面積  2184㎡本館　　　  ：鉄筋コンクリート造 地上3階建  延床面積  2184㎡本館　　　  ：鉄筋コンクリート造 地上3階建  延床面積  2184㎡本館　　　  ：鉄筋コンクリート造 地上3階建  延床面積  2184㎡本館　　　  ：鉄筋コンクリート造 地上3階建  延床面積  2184㎡本館　　　  ：鉄筋コンクリート造 地上3階建  延床面積  2184㎡本館　　　  ：鉄筋コンクリート造 地上3階建  延床面積  2184㎡

その他付属棟：延床面積　174㎡その他付属棟：延床面積　174㎡その他付属棟：延床面積　174㎡その他付属棟：延床面積　174㎡その他付属棟：延床面積　174㎡その他付属棟：延床面積　174㎡その他付属棟：延床面積　174㎡
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議案第１９６号 

 

工事請負契約締結の件 

 

下記のとおり契約を締結する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 契 約の目 的 （仮称）越木岩センター改築工事 

２ 契 約 金 額 金１，１８０，３００，０００円 

 

３ 契約の相手方 

西宮市東町１丁目１０番２７号 

三日月建設・国松工務店 特定建設工事共同企業体 

 

（参考） 

(１) 工  期  令和８年４月１５日 

(２) 工事場所  西宮市樋之池町 

(３) 工事概要  新築工事 

（仮称）越木岩センター新築 

ＲＣ造一部木造Ｓ造 ３階建、建築面積 ７４８．２１㎡、 

延べ面積 １，７８９．７３㎡、ＥＶ設置工事含む 

外構工事一式 

解体工事 

越木岩公民館解体工事 一式、西宮市立中央図書館越木岩分室解体
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工事 一式、西宮市消防団越木岩分団車庫解体工事 一式 
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入札結果表 

 

令和６年５月１０日 開札、落札者なしのため、随意契約（８号）により交渉、同日決定 

名 称  （仮称）越木岩センター改築工事 

予 定 価 格  金１，１８０，３００千円（入札書比較価格 金１，０７３，０００千円） 

調査基準価格  金１，０８５，８７６千円（調査基準比較価格 金９８７，１６０千円） 

失格基準価格  金１，０２３，０８０千円（失格基準比較価格 金９３０，０７３千円） 

入 札 者 

入札価格（単位：千円） 打切後 随意契約 

（単位：千円） 

備  考 

１回目 ２回目 

三日月建設・国松

工務店 特定建設

工事共同企業体 

１，１３０，０００ １，０９８，０００ １，０７３，０００ 決  定 
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契約業者経歴表 

                                      （単位：千円） 

１ 業 者 名 三日月建設 株式会社 

２ 資 本 金 ５０，０００ 

３

最近１年間の 

完 成 工 事 高 

建築一式工事                   １，８３０，４３８ 

    土木一式工事                       ５，１９０ 

    その他工事                        ７，５２９ 

計                      １，８４３，１５７ 

４

最近３年間の 

本 市 以 外 の 

主 要 工 事 

Ｋ大学８号館解体工事                     １０８，０００ 

園田競馬場騎手調整ルーム耐震他改修工事            ２６４，５００ 

Ｍ様邸新築工事                        １００，０００ 

Ｍスーパー西宮浜店改装工事                  ２１５，０００ 

Ｒアスレチックパークリフト通路改修工事             ３５，０００ 

枝川浄化センター沈砂池ポンプ棟改築工事             ２６，６７１ 

５

最近３年間の 

本市に対する 

主 要 工 事 

学文中学校北棟・南棟他外壁改修他工事             １１４，１５４ 

市営住宅岡田山外壁改修他工事                 １３７，３６２ 

白水峡公園墓地合葬式墓地等新築工事               ９６，６９０ 

総合教育センター東館解体工事                 １１６，０３３ 

 

６

現在施 

工中の 

工 事 

本市に対 

する分 

甲陽園小学校長寿命化改修他工事（ＪＶ工事比率７０％）   １，５４０，０００ 

甲武中学校長寿命化改修他工事（ＪＶ工事比率７０％）    １，３０４，６００ 

今津小学校長寿命化改修他工事（ＪＶ工事比率６０％）    １，４１２，４００ 

 

 

本市以外 

に対する 

分 

Ｓ・Ｏ 布施高井田屋上駐車場舗装修理工事            １０，９００ 

Ｉ様邸改修工事                         １８，１５０ 

Ｙ様邸大規模修繕工事                      １２，３２０ 
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（単位：千円） 

１ 業 者 名 株式会社 国松工務店 

２ 資 本 金 ２１，６００ 

３

最近１年間の 

完 成 工 事 高 

建築一式工事                     ３００，１０４ 

    その他工事                        ４，６９９ 

     

計                        ３０４，８０３ 

４

最近３年間の 

本 市 以 外 の 

主 要 工 事 

Ｆ様邸新築工事                         ２５，１０３ 

茨木市西太田町プロジェクト新築工事               ２０，８７３ 

Ｓ会社様改修工事                        １９，３７２ 

茨木市Ｎプロジェクト新築工事                  １７，８２８ 

Ｉ様邸新築工事                         １３，１９０ 

５

最近３年間の 

本市に対する 

主 要 工 事 

該当なし 

 

 

 

 

６

現在施 

工中の 

工 事 

本市に対 

する分 

甲陽園小学校長寿命化改修他工事（ＪＶ工事比率３０％）   １，５４０，０００ 

甲武中学校長寿命化改修他工事（ＪＶ工事比率３０％）    １，３０４，６００ 

 

 

 

本市以外 

に対する 

分 

香里南之町プロジェクト１号地新築工事              １３，５２３ 

Ｍ様邸新築工事                          ７，７１６ 

Ｏ様邸新築工事                          ７，３７７ 

Ｍ様邸内部改装工事                        ５，９５０ 

Ｍ事務所内部改装工事                       ４，３３０ 
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議案第１９７号 

 

工事請負契約締結の件 

 

下記のとおり契約を締結する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 契 約の目 的 幹第２６号線道路改良（熊野町外）工事 

２ 契 約 金 額 金４４０，０００，０００円 

 

３ 契約の相手方 

西宮市大島町７番６号 

栄建・シンコー 特定建設工事共同企業体 

 

（参考） 

(１) 工  期  令和７年３月３１日 

(２) 工事場所  西宮市熊野町外 

(３) 工事概要  道路改良 Ｌ＝８６０ｍ 

道路土工 一式、スラブ工 一式、排水構造物工 Ｌ＝１８９ｍ、 

遮音壁工 Ｌ＝４１８ｍ、上屋設置工 一式、構造物撤去工 一式、 

仮設工 一式 

         舗装 

          舗装工 Ａ＝１５，９１１㎡、縁石工 Ｌ＝１３４ｍ、 

防護柵工 Ｌ＝２１ｍ、区画線工 一式、道路付属施設工 一式、 
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調整工 一式 
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入札結果表 

 

令和６年４月２５日 開札、入札参加資格の審査後に令和６年５月８日 一般競争入札により決定 

名 称  幹第２６号線道路改良（熊野町外）工事 

予 定 価 格  金４５７，２３１千円（入札書比較価格 金４１５，６６５千円） 

最低制限価格  金４２０，６５２千円（最低制限比較価格 金３８２，４１１千円） 

入 札 者 

入札価格（単位：千円） 

備  考 

１回目 ２回目 

栄建・シンコー 特定建設工事共同企

業体 

４１９，５００ ４００，０００ 落  札 

廣川・阪神 特定建設工事共同企業体 ６００，０００  辞  退 

有限会社 ダイト   辞  退 

株式会社 川島建設   辞  退 

幸進・徳山 特定建設工事共同企業体   無  効 
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契約業者経歴表 

                                      （単位：千円） 

１ 業 者 名 栄建工業 株式会社 

２ 資 本 金 ４０，０００ 

３

最近１年間の 

完 成 工 事 高 

土木一式工事                     ６６２，９４８ 

 

 

      計                        ６６２，９４８ 

４

最近３年間の 

本 市 以 外 の 

主 要 工 事 

産所町外配水管布設替工事                   １５３，７８０ 

甲山町外配水管布設替工事（その２）              ２１８，６８０ 

剣谷町外配水管布設替工事（その２）              １２２，３２０ 

大谷町外配水管布設工事                    ２５３，６４３ 

下葭原町外配水管布設替工事                  １６５，２２０ 

５

最近３年間の 

本市に対する 

主 要 工 事 

洗戎川函渠設置（建石町外）工事                 ７８，４３０ 

 

 

 

 

６

現在施 

工中の 

工 事 

本市に対 

する分 

該当なし 

 

 

 

 

本市以外 

に対する 

分 

上大市４丁目外配水管布設替工事（その２）           ２５３，０００ 
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（単位：千円） 

１ 業 者 名 株式会社 シンコー 

２ 資 本 金 ４０，０００ 

３

最近１年間の 

完 成 工 事 高 

土木一式工事                     ２３２，８６０ 

 

 

      計                        ２３２，８６０ 

４

最近３年間の 

本 市 以 外 の 

主 要 工 事 

（主）大沢西宮線他照明灯更新工事                ３８，８０１ 

 

 

 

 

５

最近３年間の 

本市に対する 

主 要 工 事 

該当なし 

 

 

 

 

６

現在施 

工中の 

工 事 

本市に対 

する分 

該当なし 

 

 

 

 

本市以外 

に対する 

分 

該当なし 
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幹第２６号線道路改良（熊野町外）工事

配置図

Ｎ

Ｎ

N
O
.
3
2

10B20-006

T-15

0705

T-9

T-8

T-7

T-10

N
O
.
3
7

I
P
.
4

N
O
.
3
6

N
O
.
3
5

N
O
.
3
4

N
O
.
3
3
+
1
7
.
3
0
0

I
P
.
3

N
O
.
3
3

N
O
.
3
1
+
6
.
2
0
0

N
O
.
3
1
+
4
.
2
0
0

N
O
.
3
1

N
O
.
3
0

N
O
.
2
9

N
O
.
2
8
+
1
4
.
4
0
0

N
O
.
2
8
+
1
3
.
5
0
0

N
O
.
2
8

N
O
.
3
5

N
O
.
3
5

N
O
.
3
5

N
O
.
3
5

N
O
.
3
5

N
O
.
3
7

N
O
.
3
7

建替

建替

支線柱

建替

建替

建替

支線柱

建替

N
O
.
3
1
+
8
.
6
0
0

N
O
.
3
6
+
1
5
.
3
0
0

N
O
.
3
5

N
O
.
3
5

N
O
.
3
5

N
O
.
3
5

N
O
.
3
5

N
O
.
3
5
+
8
.
9
0
0

0757

T-11
T-10

T-19

NO
.4
2

NO
.4
1

N
O
.4
0

N
O.
39

N
O
. 3
8+
11
.4
0
0

N
O.
38

NO
.
3 7NO
.4
2

NO
.4
1

N
O .
42
+1
0

NO
.4
2

NO
.4
2

NO
.4
1

NO
.4
1

N
O .
42
+1
0

NO
.
3 7

NO
.
3 7

T柱移設先

N
O.
43

N
O
.4
3
+7
.7

N
O
.3
6+
15
.3
00

nms10778
フリーテキスト
17－7



幹第２６号線道路改良（熊野町外）工事
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幹第２６号線道路改良（熊野町外）工事
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議案第１９８号 

 

工事請負契約締結の件 

 

下記のとおり契約を締結する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

１ 契 約の目 的 幹第６号線道路改良（学文殿町２丁目外）工事 

２ 契 約 金 額 金２３７，６００，０００円 

 

３ 契約の相手方 

西宮市西宮浜２丁目２１番地 

川西土木 株式会社 

 

（参考） 

(１) 工  期  令和７年３月３１日 

(２) 工事場所  西宮市学文殿町２丁目外 

(３) 工事概要  道路改良工事 Ｌ＝１６１．８ｍ 

道路土工 一式、現場打ちコンクリート 一式、 

カルバート工 一式、排水構造物工 一式、構造物撤去工 一式、

旧橋撤去工 一式、仮設工 一式、舗装工 一式、防護柵工 一式、

標識工 一式、道路付属施設工 一式 
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入札結果表 

 

令和６年４月２５日 開札、入札参加資格の審査後に令和６年５月８日 一般競争入札により決定 

名 称  幹第６号線道路改良（学文殿町２丁目外）工事 

予 定 価 格  金２６１，５８８千円（入札書比較価格 金２３７，８０８千円） 

最低制限価格  金２３４，３８７千円（最低制限比較価格 金２１３，０７９千円） 

入 札 者 入札価格（単位：千円） 備  考 

川西土木 株式会社 ２１６，０００ 落  札 

幸進建設 株式会社 ２１８，０７３  

徳山土木 株式会社 ２２８，０００  

廣川建設 株式会社 ２２９，３００  

有限会社 ダイト  辞  退 

日光建設工業 株式会社  辞  退 

株式会社 川島建設 １６５，１００ 失  格 

栄建工業 株式会社 ２０５，０００ 失  格 

大喜建設 株式会社 ２１３，０００ 失  格 

 

  



18－3 

 

契約業者経歴表 

                                      （単位：千円） 

１ 業 者 名 川西土木 株式会社 

２ 資 本 金 ９９，０００ 

３

最近１年間の 

完 成 工 事 高 

土木一式工事                   １，０４１，３６０ 

    その他工事                       ４２，７１１ 

 

      計                      １，０８４，０７１ 

４

最近３年間の 

本 市 以 外 の 

主 要 工 事 

大阪湾岸道路西伸部六甲アイランド第三高架橋ＰＥ６橋脚他 

工事                             ２２８，５８０ 

武庫川水系武庫川 低水護岸工事（小松東町工区その２）     １９６，２４０ 

尼崎西宮芦屋港海岸 丸島地区西護岸改修工事（その３）     ２０５，３７０ 

尼崎西宮芦屋港海岸 丸島地区東護岸改修工事（その３）     １８０，６２０ 

武庫川水系武庫川 低水護岸工事（大島工区その３）       １９８，３３０ 

５

最近３年間の 

本市に対する 

主 要 工 事 

武庫川広田線道路改良（薬師町外）工事             １１９，３５０ 

 

 

 

 

６

現在施 

工中の 

工 事 

本市に対 

する分 

該当なし 

 

 

 

 

本市以外 

に対する 

分 

武庫川水系武庫川 南武橋 南武橋二期工事           ３２２，４１０ 

園田西武庫線 御園工区 道路改良工事（その８）        １９８，０００ 

尼崎の森中央緑地 第３工区基礎整備工事その２         １７５，１２０ 

園田西武庫線（藻川工区）左岸アプローチ擁壁工他工事      １４０，３６０ 

名塩１丁目外配水管布設替工事                 １５５，６５０ 



18－4 

 

   下水道管渠改築（Ｒ５その５）工事                ７５，８７８ 

 



幹第６号線道路改良（学文殿町２丁目外）工事

付近見取図

対象箇所
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幹第６号線道路改良（学文殿町２丁目外）工事

配置図
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19－1 

 

報告第 ３４ 号 

 

処分報告の件 

 

下記の事件について専決処分したので報告する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

記 

 

 地方自治法第１８０条第１項の規定による市長の専決処分事項の指定に基づき、次の事

件を専決処分する。 

 

専決第５２号        令和 ６ 年 １ 月１９日 

専決第５４号        令和 ６ 年 １ 月３０日 

専決第５７号        令和 ６ 年 ２ 月 １ 日 

専決第５８号        令和 ６ 年 ２ 月 ５ 日 

専決第６０号        令和 ６ 年 ３ 月 １ 日 

専決第６１号        令和 ６ 年 ３ 月 ６ 日 

専決第６２号        令和 ６ 年 ３ 月１８日 

専決第６３号        令和 ６ 年 ３ 月２５日 

専決第 １ 号        令和 ６ 年 ４ 月 ３ 日 

専決第 ２ 号        令和 ６ 年 ４ 月 ８ 日 

専決第 ３ 号        令和 ６ 年 ４ 月２２日 

専決第 ４ 号        令和 ６ 年 ５ 月 １ 日 

専決第 ５ 号        令和 ６ 年 ５ 月 ２ 日 

専決第 ６ 号        令和 ６ 年 ５ 月１０日 



19－2 

 

専決第 ７ 号        令和 ６ 年 ５ 月１６日 

 

  



19－3 

 

和解に係る専決処分（指定事項第１号該当） 

 

専決年月日 令和６年１月３０日 

専 決 番 号 第５４号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

事件の概要 

令和５年６月１９日午前４時頃、西宮市松風町２－５先市道幹第

２４号線において、相手方車両（乗用車）が駐車場から出庫する

際、歩道上の切株に接触し、同車両が破損したもの。 

和解の要旨 
相手方車両の修理費（３４１，０００円）の２０パーセントを市

が、８０パーセントを相手方が負担する。 

 

専決年月日 令和６年２月１日 

専 決 番 号 第５７号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ ＊＊＊ 

事件の概要 

令和５年１２月１９日午前８時５０分頃、西宮市津門宝津町８－

２２先において、美化第１課の車両（軽ダンプ車）が交差点に進

入したところ、右方向から走行してきた相手方車両（自転車）と

接触し、同車両等が破損したもの。 

和解の要旨 

相手方車両時価相当額等（６６，２５６円）及び市車両修理費

（１４，３００円）の９０パーセントを市が、１０パーセントを

相手方が負担する。 

 

 

 

 

 

 



19－4 

 

 

 

専決年月日 令和６年４月３日 

専 決 番 号 第１号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

事件の概要 

令和４年１１月６日午後７時頃、西宮市鳴尾町２丁目４武庫開公

園において、樹木の根につまずいた相手方が転倒し、負傷したも

の。 

和解の要旨 
相手方の治療費等（８８９，６０５円）の５０パーセントを市

が、５０パーセントを相手方が負担する。 

 
 
 



19－5 

 

損害賠償の額の決定に係る専決処分（指定事項第２号該当） 

 

専決年月日 令和６年１月１９日 

専 決 番 号 第５２号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

事件の概要 

令和５年１１月２４日午後２時８分頃、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

において、北消防署の車両（消防車）が後退したところ、相手方

水道メーターボックスを踏み、これを破損したもの。 

損害賠償の額 水道メーターボックス修理費 １８７，０００円 

 

専決年月日 令和６年２月５日 

専 決 番 号 第５８号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊ ＊＊ 

事件の概要 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊において、上之町東児童遊園内の樹木の根

が隣接する相手方住宅の排水管に侵入し、詰まらせたもの。 

損害賠償の額 排水管修理費 ６０，５００円 

 

専決年月日 令和６年３月１８日 

専 決 番 号 第６２号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ ＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

事件の概要 

令和５年１２月１９日午前８時５０分頃、西宮市津門宝津町８－

２２先において、美化第１課の車両（軽ダンプ車）が交差点に進

入したところ、右方向から走行してきた相手方が運転する車両

（自転車）と接触し、相手方が転倒して負傷したもの。 

損害賠償の額 治療費等 ２０３，８７８円 
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専決年月日 令和６年３月２５日 

専 決 番 号 第６３号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ ＊＊ 

事件の概要 

西宮市立深津中学校において、相手方が著作権を有するイラスト

をその許諾なく、学校通信及び学校ホームページ上に使用したも

の。 

損害賠償の額 解決金 ２４２，０００円 

 

専決年月日 令和６年４月８日 

専 決 番 号 第２号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊ ＊＊＊ 

事件の概要 

西宮市立中央図書館において、相手方が借りた書籍を亡失したも

のとして、相手方に同一書籍を購入させたところ、同図書館の書

架より当該書籍が発見されたもの。 

損害賠償の額 書籍購入費相当額 １，４３０円 
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専決年月日 令和６年４月２２日 

専 決 番 号 第３号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊ 

事件の概要 

工事請負契約代金として４９５，０００円の請求が相手方からあ

ったところ、誤って４５０，０００円の支払処理を行ったため、

差額の４５，０００円の支払遅延となり、遅延損害金が発生した

もの。 

損害賠償の額 遅延損害金 ３００円 

 

専決年月日 令和６年５月１日 

専 決 番 号 第４号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

事件の概要 

市が＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊の利用許可を得ていたところ、市

の都合によりその利用を取り消したため、キャンセル料が発生し

たもの。 

損害賠償の額 施設利用キャンセル料 １３６，８２０円 
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専決年月日 令和６年５月２日 

専 決 番 号 第５号 

相 手 方 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊ ＊＊ 

事件の概要 

令和６年３月２０日午後１時４８分頃、＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

において、ごみステーションに置かれていた不燃ごみ収集用コン

テナが強風で飛ばされたことにより、相手方車両（乗用車）に接

触し、これを破損したもの。 

損害賠償の額 車両修理費 ８９，５４０円 
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 工事変更契約に係る専決処分（指定事項第３号該当） 

 

専決年月日 令和６年３月１日 

専 決 番 号 第６０号 

議 決 番 号 第９１号（令和５年１２月１５日議決） 

工 事 名 称 安井小学校改築工事 

工 事 場 所 西宮市安井町 

変 更 内 容 
契約金額「２，８７０，６５０，４８９円」を 

「２，８７０，４１４，６５８円」とする。 

契約の相手方 
西宮市池田町１２番２０号 

新井組・安武建設 特定建設工事共同企業体 

 

（参考） 

 ○契約変更理由 

      現場調整による木造倉庫の金物等の数量調整、調査業務の見直しにより工事費が減

額となるため。 
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専決年月日 令和６年３月６日 

専 決 番 号 第６１号 

議 決 番 号 第２０号（令和５年７月５日議決） 

工 事 名 称 市営住宅西宮浜４丁目２号棟外壁改修他工事 

工 事 場 所 西宮市西宮浜４丁目 

変 更 内 容 
契約金額「１９６，９００，０００円」を 

「１９８，６７４，３２９円」とする。 

契約の相手方 
西宮市生瀬町１丁目２２番１２号 

株式会社 巨勢工務店 

 

（参考） 

 ○契約変更理由 

      外壁欠損部の補修を要する施工数量が増加し、付帯する外壁石綿除去数量も合わせ

て増加したこと等により増額となるため。 
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専決年月日 令和６年５月１０日 

専 決 番 号 第６号 

議 決 番 号 第１８７号（令和６年３月２５日議決） 

工 事 名 称 安井小学校運動場他整備工事 

工 事 場 所 西宮市安井町外 

変 更 内 容 
契約金額「金２６６，４２７，１２１円」を 

「金２６８，３５０，４９１円」とする。 

契約の相手方 
大阪市鶴見区横堤４丁目２４番８号 

株式会社 運動施設 

 

（参考） 

 ○契約変更理由 

      開発協議及び関係各所との協議に伴う変更や、令和５年度施工部分における出来高

数量の精査により、工事費が増額となるため。 
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専決年月日 令和６年５月１６日 

専 決 番 号 第７号 

議 決 番 号 第４１号（令和５年９月１９日議決） 

工 事 名 称 上之町保育所・北瓦木センター大規模改修工事 

工 事 場 所 西宮市上之町 

変 更 内 容 

報告第２５号（令和５年１２月７日終了）で変更した 

契約金額「金１９６，２８６，７６５円」を 

「金１９９，０４６，３６５円」とする。 

契約の相手方 
西宮市高松町２０番２１号 

株式会社 松田組 

 

（参考） 

 ○契約変更理由 

      施工調査の結果、ひび割れ･浮き部、欠損部の補修数量、既存隠蔽部分の予期せぬ

納まりなど、設計図書と現場の相違が生じたため、設計変更を行うため。 

 

 



























































































 

 

報告第 ４３ 号 

 

公益財団法人西宮市文化振興財団の経営状況を説明する書類提出の件 

 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により公益財団法人西宮市文化振興財団の経営

状況を説明する書類を次のとおり提出する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 
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１　自主芸術文化事業

開　催　日 事　　　　　業　　　　　名 入場人員(人)

4/22(土)5/13(土）
7/8(土）

ゑびす寄席（出前寄席） ２３０

4/30(日)
おさんぽアミティ 「教養しりーず×おさんぽアミ
ティ　コンサートの楽しみ方・生演奏の世界」

５６

5/27(土)
5/28(日)

わたしとみんなのダンスＷＳ①
「かんたん体験！舞台創作ちょこっとトライアル／お
もいっきりダンス！からだでキモチをえがいてみよ
う」

３３

6/1(木）
6/29(木)

おさんぽアミティ「あすなろ学級アウトリーチ」 ５４

6/10(土) 甲東サロンコンサート １０８

6/25(日)7/28(金)8/3(木) 学生のための「ジャズ・クリニック」 ４５

7/6(木)　8/3(木)
10/4(水)　1/12(金）

名画鑑賞会 １，２７５

7/22(土）8/24(木）
9/26(火）12/2(土）
1/30(火）3/8(金）

市民文化サロン「西宮文学案内」 ５４１

7/29(土)
おさんぽアミティ 「教養しりーず番外編×おさんぽ
アミティ　いっしょにおどろう！ダンスワークショッ
プ」

１０

7/29(土)
7/30(日)

地域連携みんなでつくるアートな日 ２，０００

7/30(日)
おさんぽアミティ 「ダンスとお芝居で感じる『銀河
鉄道の夜』」

４２

8/5(土)
アート for キッズ「子と親のはじめてのホール体験
プリンセスコンサート」

７６３

8/10(木)
おさんぽアミティ「わたしとみんなのダンスＷＳ②：
市立西宮高校ダンス部」

１３

8/19(土)
8/20(日)

コンテンポラリーダンス&演劇公演
「銀河鉄道の夜」

１，０５２

①8/25(金)
②8/26(土)
③9/30(土)

おさんぽアミティ「わたしとみんなのダンスＷＳ③：
善照学園ダンスワークショップ」

延７７

11/11(土) 大阪音楽大学専攻科生による「オータムコンサート」 １３８

11/12(日) 西宮太鼓フェスティバル ７８８

11/26(日) 「青春の音楽祭」コンサート ３２０

11/28(火) おさんぽアミティ「ＡＣＴＡクリスマスコンサート」 ４５０

12/1(金） ニューイヤーコンサート　プレ企画 ４７

公益財団法人 西宮市文化振興財団
令和５年度事業報告書
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開　催　日 事　　　　　業　　　　　名 入場人員(人)

12/7(木)
不登校支援プログラム　ミ・べモル サクソフォンア
ンサンブルコンサート

１３５

12/9(土) にしのみやオペラ「スペインの時」・「子供と魔法」 ５８３

12/22(金） 文楽セミナー（文楽に遊ぶ） １７０

1/14(日)
おさんぽアミティ「地域交流施設アウトリーチ
みんなのコンサート」

８０

1/16(火) ニューイヤーコンサート １３４

1/19(金) アミティ・ランチタイムコンサート ２４８

1/21(日)
おさんぽアミティ「教養しりーず×おさんぽアミティ
ピアノの秘密、大公開!」

６５

1/28(日) おさんぽアミティ「福祉施設アウトリーチ」 １５

2/2(金)2/3(土)2/4(日） にしのみやアジア映画祭 ４４１

2/10(土) なるお寄席 ６１１

2/11(日）
社会人バンドフェスティバル「なないろの音楽だよ
り」（吹奏楽・ジャズ）

８３９

2/17(土) ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル　コンサート ４９２

2/24(土) 宮っ子おやこコンサート ３６８

2/28(水) おさんぽアミティ「はじめましての音楽会」 ４５

3/31(日)
ダイナミックアート
私たちの街にしのみやを描こう！

３４

通年 おうちでアミティ [オンライン]

通年 芸術文化情報の収集提供事業 －

通年 さくらＦＭ放送委託事業 －

共催１件

後援１３４件

友の会推進事業 －

舞台芸術推進事業 －

通年

文化団体・高校等共催後援事業
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２　受託文化事業等

6/3(土) 西宮虹舞台事業（浜脇のふるさとづくり事業） ３００

7/1（土)～７/8(土） 西宮市展 延１，５２０

11/3(金・祝) 西宮市民音楽祭　 ４００

9/30(土) Ｃｌａｓｓｉｃコンサートｉｎプレラ １４７

10/13(金)～10/28(土) 西宮芸術文化協会作家の近作展 延１，１０８

12/1(金) 西宮文芸「表情」発行 －

1/8(月・祝) 能楽講座　気軽に楽しもう！能の世界 ２０４

1/27(土) 古典芸能鑑賞会　日本舞踊 １６１

10/7(土)・8(日) 野外文化事業 延２，８００

10/14(土)～11/7(火) 第72回西宮市民文化祭 延５２，３７９

12/17(日) さよならコンサート ９２５

通　　年 まちかどコンサート １，３９２

通　　年 西宮少年合唱団育成事業 －

通　　年 西宮市吹奏楽団育成事業 －

通　　年 団体育成事業 －

通　　年
アーティストバンク事業（にしのみや新進アー
ティストボックス）

－

通　　年
ブラス・クリニック事業[実行委員会への参
画]

－

通　　年
西宮市小中学校へのアウトリーチ事業[実行
委員会への参画]

音楽２７件 ダンス４件
美術１３件 古典２０件

３　芸術文化情報の収集提供事業

　　「西宮カルチャー・イベント・カレンダー」等により当財団の事業だけでなく、広く市内の

　芸術文化の催し物の情報などを発信するとともに、ホームページ、アミティータイム(文化振

　興財団情報チラシ)、さくらＦＭ、ＳＮＳ等により財団事業の情報発信に取り組んだ。

４　施設管理運営事業

　　芸術文化活動の振興を図るため、指定管理者として西宮市民会館の管理運営を行った。

開　　催　　日 事　　　　　業　　　　　名 入場人員(人)
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（単位：円）

科　　　　目
公益目的
事業会計

収益事業等
会計

法人会計 合　　　計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

 １．経常増減の部

  (1) 経常収益

　　① 基本財産運用益 0 0 4,950,769 4,950,769

　　　　　基本財産受取利息 0 0 4,950,769 4,950,769

　　② 特定資産運用益 204,000 0 0 204,000

　　　　　特定資産受取利息 204,000 0 0 204,000

　　③ 自主事業収益 6,786,100 0 0 6,786,100

　　　　　芸術文化鑑賞振興育成事業収益 6,786,100 0 0 6,786,100

　　④ 指定管理料収益 83,468,538 44,944,597 0 128,413,135

　　　　　西宮市民会館指定管理料収益 83,468,538 44,944,597 0 128,413,135

　　⑤ 受託事業収益 46,386,319 0 0 46,386,319

　　　　　東高校ホール管理運営受託事業収益 0 0 0 0

　　　　　公共団体等実施文化事業受託事業収益 46,386,319 0 0 46,386,319

　　⑥ 受取補助金等 42,900,000 0 8,290,571 51,190,571

　　　　　受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金 42,900,000 0 0 42,900,000

　　　　　受取財団派遣職員給与費等補助金 0 0 8,290,571 8,290,571

　　⑦ 雑収益 1,915,560 1,349,184 0 3,264,744

　　　　　総務雑収益 0 1,349,184 0 1,349,184

　　　　　自主事業雑収益 1,915,560 0 0 1,915,560

　　　　　受取利息 0 0 0 0

　　　　　　　　　経常収益計 181,660,517 46,293,781 13,241,340 241,195,638

  (2) 経常費用

　　　①事業費 185,660,178 45,622,517 0 231,282,695

　　　　　　報酬 21,083,745 5,314,435 0 26,398,180

　　　　　　給料手当 28,156,007 0 0 28,156,007

　　　　　　臨時雇賃金 2,888,317 163,693 0 3,052,010

　　　　　　退職給付費用 1,527,868 156,688 0 1,684,556

　　　　　　福利厚生費 7,297,964 906,344 0 8,204,308

　　　　　　旅費交通費 463,325 469 0 463,794

　　　　　　交際費 75 0 0 75

　　　　　　通信運搬費 2,454,867 58,643 0 2,513,510

　　　　　　消耗品費 6,452,406 1,549,867 0 8,002,273

　　　　　　修繕費 6,213,575 3,313,411 0 9,526,986

　　　　　　印刷製本費 5,575,329 180,560 0 5,755,889

　　　　　　燃料費 0 0 0 0

　　　　　　光熱水料費 19,992,266 10,765,067 0 30,757,333

　　　　　　賃借料 8,072,761 729,954 0 8,802,715

　　　　　　支払保険料 67,889 19,421 0 87,310

　　　　　　諸謝金 8,431,586 0 0 8,431,586

　　　　　　租税公課 4,233,800 1,158,900 0 5,392,700

　　　　　　著作権使用料 237,473 0 0 237,473

　　　　　　支払負担金 224,850 17,150 0 242,000

　　　　　　委託料 58,503,168 20,995,456 0 79,498,624

　　　　　　支払手数料 1,266,861 292,459 0 1,559,320

　　　　　　広告宣伝費 0 0 0 0

　　　　　　賞与引当金繰入額 2,516,046 0 0 2,516,046

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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（単位：円）

科　　　　目
公益目的
事業会計

収益事業等
会計

法人会計 合　　　計

正 味 財 産 増 減 計 算 書 総 括 表
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

　　②管理費 0 0 10,687,186 10,687,186

　　　　　　報酬 0 0 2,271,400 2,271,400

　　　　　　福利厚生費 0 0 6,338,508 6,338,508

　　　　　　旅費交通費 0 0 76,530 76,530

　　　　　　交際費 0 0 20,670 20,670

　　　　　　通信運搬費 0 0 208,552 208,552

　　　　　　減価償却費 0 0 149,050 149,050

　　　　　　消耗品費 0 0 240,421 240,421

　　　　　　修繕費 0 0 121,596 121,596

　　　　　　印刷製本費 0 0 21,590 21,590

　　　　　　燃料費 0 0 51,251 51,251

　　　　　　賃借料 0 0 55,963 55,963

　　　　　　支払保険料 0 0 193,630 193,630

　　　　　　租税公課 0 0 9,200 9,200

　　　　　　支払負担金 0 0 310,020 310,020

　　　　　　委託料 0 0 220,000 220,000

　　　　　　支払手数料 0 0 398,805 398,805

　　　　　　　　　　経常費用計 185,660,178 45,622,517 10,687,186 241,969,881

　　　　　　　　　　　当期経常増減額 △ 3,999,661 671,264 2,554,154 △ 774,243

 ２．経常外増減の部

  (1) 経常外収益

　　　　　　　　　経常外収益計 0 0 0 0

　(2) 経常外費用

　　　　　　経常外費用計 0 0 0 0

    当期経常外増減額 0 0 0 0

    他会計振替額 2,653,410 △ 99,256 △ 2,554,154 0

    当期一般正味財産増減額 △ 1,346,251 572,008 0 △ 774,243

    一般正味財産期首残高 22,430,353 44,914,175 23,481,326 90,825,854

    一般正味財産期末残高 21,084,102 45,486,183 23,481,326 90,051,611

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　① 基本財産運用益 0 0 4,950,769 4,950,769

　　　　　基本財産受取利息 0 0 4,950,769 4,950,769

　　② 一般正味財産への振替額 0 0 △ 4,950,769 △ 4,950,769

　　　　　一般正味財産への振替額 0 0 △ 4,950,769 △ 4,950,769

　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0 0

　　　　指定正味財産期首残高 0 0 500,000,000 500,000,000

　　　　指定正味財産期末残高 0 0 500,000,000 500,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高 21,084,102 45,486,183 523,481,326 590,051,611
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公益目的事業会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

 １．経常増減の部

  (1) 経常収益

　　① 基本財産運用益 0 0 0

　　　　　基本財産受取利息 0 0 0

　　② 特定資産運用益 204,000 206,200 △ 2,200

　　　　　特定資産受取利息 204,000 206,200 △ 2,200

　　③ 自主事業収益 6,786,100 6,199,700 586,400

　　　　　芸術文化鑑賞振興育成事業収益 6,786,100 6,199,700 586,400

　　④ 指定管理料収益 83,468,538 80,570,011 2,898,527

　　　　　西宮市民会館指定管理料収益 83,468,538 80,570,011 2,898,527

　　⑤ 受託事業収益 46,386,319 66,930,610 △ 20,544,291

　　　　　東高校ホール管理運営受託事業収益 0 21,431,727 △ 21,431,727

　　　　　公共団体等実施文化事業受託事業収益 46,386,319 45,498,883 887,436

　　⑥ 受取補助金等 42,900,000 42,001,963 898,037

　　　　　受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金 42,900,000 41,076,325 1,823,675

　　　　　受取財団派遣職員給与費等補助金 0 925,638 △ 925,638

　　⑦ 雑収益 1,915,560 756,630 1,158,930

　　　　　総務雑収益 0 0 0

　　　　　自主事業雑収益 1,915,560 756,630 1,158,930

　　　　　受取利息 0 0 0

　　　　　　　　　経常収益計 181,660,517 196,665,114 △ 15,004,597

  (2) 経常費用

　　① 事業費 185,660,178 199,621,382 △ 13,961,204

　　　　　報酬 21,083,745 24,542,775 △ 3,459,030

　　　　　給料手当 28,156,007 25,506,239 2,649,768

　　　　　臨時雇賃金 2,888,317 4,455,831 △ 1,567,514

　　　　　退職給付費用 1,527,868 1,359,868 168,000

　　　　　福利厚生費 7,297,964 8,330,362 △ 1,032,398

　　　　　旅費交通費 463,325 208,227 255,098

　　　　　交際費 75 900 △ 825

　　　　　通信運搬費 2,454,867 2,426,818 28,049

　　　　　消耗品費 6,452,406 7,240,150 △ 787,744

　　　　　修繕費 6,213,575 6,206,345 7,230

　　　　　印刷製本費 5,575,329 4,887,209 688,120

　　　　　燃料費 0 23,430 △ 23,430

　　　　　光熱水料費 19,992,266 21,251,784 △ 1,259,518

　　　　　賃借料 8,072,761 7,711,285 361,476

　　　　　支払保険料 67,889 67,199 690

　　　　　諸謝金 8,431,586 8,577,016 △ 145,430

　　　　　租税公課 4,233,800 4,611,070 △ 377,270

　　　　　著作権使用料 237,473 231,156 6,317

　　　　　支払負担金 224,850 170,650 54,200

　　　　　委託料 58,503,168 67,996,441 △ 9,493,273

　　　　　支払手数料 1,266,861 1,313,592 △ 46,731

　　　　　広告宣伝費 0 42,900 △ 42,900

　　　　　賞与引当金繰入額 2,516,046 2,460,135 55,911

　　② 管理費 0 0 0

　　　　　　　　　経常費用計 185,660,178 199,621,382 △ 13,961,204

　　　　　　　　　　当期経常増減額 △ 3,999,661 △ 2,956,268 △ 1,043,393

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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公益目的事業会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

 ２．経常外増減の部

  (1) 経常外収益

　　　　　　　　　経常外収益計 0 0 0

　(2) 経常外費用

　　　　　　経常外費用計 0 0 0

　　当期経常外増減額 0 0 0

　　他会計振替額 2,653,410 2,027,491 625,919

　　当期一般正味財産増減額 △ 1,346,251 △ 928,777 △ 417,474

　　一般正味財産期首残高 22,430,353 23,359,130 △ 928,777

　　一般正味財産期末残高 21,084,102 22,430,353 △ 1,346,251

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　① 基本財産運用益 0 0 0

　　　　　基本財産受取利息 0 0 0

　　② 一般正味財産への振替額 0 0 0

　　　　　一般正味財産への振替額 0 0 0

　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　　　　指定正味財産期首残高 0 0 0

　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 21,084,102 22,430,353 △ 1,346,251
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収益事業等会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部

 １．経常増減の部

  (1) 経常収益

　　① 基本財産運用益 0 0 0

　　　　　基本財産受取利息 0 0 0

　　② 特定資産運用益 0 0 0

　　　　　特定資産受取利息 0 0 0

　　③ 自主事業収益 0 0 0

　　　　　芸術文化鑑賞振興育成事業収益 0 0 0

　　④ 指定管理料収益 44,944,597 43,383,852 1,560,745

　　　　　西宮市民会館指定管理料収益 44,944,597 43,383,852 1,560,745

　　⑤ 受託事業収益 0 17,535,038 △ 17,535,038

　　　　　東高校ホール管理運営受託事業収益 0 17,535,038 △ 17,535,038

　　　　　公共団体等実施文化事業受託事業収益 0 0 0

　　⑥ 受取補助金等 0 498,420 △ 498,420

　　　　　受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金 0 0 0

　　　　　受取財団派遣職員給与費等補助金 0 498,420 △ 498,420

　　⑦ 雑収益 1,349,184 1,430,861 △ 81,677

　　　　　総務雑収益 1,349,184 1,430,861 △ 81,677

　　　　　自主事業雑収益 0 0 0

　　　　　受取利息 0 0 0

　　　　　　　　　経常収益計 46,293,781 62,848,171 △ 16,554,390

  (2) 経常費用

　　① 事業費 45,622,517 62,276,044 △ 16,653,527

　　　　　報酬 5,314,435 8,749,676 △ 3,435,241

　　　　　給料手当 0 0 0

　　　　　臨時雇賃金 163,693 1,125,328 △ 961,635

　　　　　退職給付費用 156,688 165,280 △ 8,592

　　　　　福利厚生費 906,344 1,953,109 △ 1,046,765

　　　　　旅費交通費 469 3,073 △ 2,604

　　　　　交際費 0 0 0

　　　　　通信運搬費 58,643 95,744 △ 37,101

　　　　　消耗品費 1,549,867 1,804,733 △ 254,866

　　　　　修繕費 3,313,411 3,715,776 △ 402,365

　　　　　印刷製本費 180,560 0 180,560

　　　　　燃料費 0 0 0

　　　　　光熱水料費 10,765,067 11,443,270 △ 678,203

　　　　　賃借料 729,954 988,352 △ 258,398

　　　　　支払保険料 19,421 19,421 0

　　　　　諸謝金 0 0 0

　　　　　租税公課 1,158,900 1,478,230 △ 319,330

　　　　　著作権使用料 0 0 0

　　　　　支払負担金 17,150 14,350 2,800

　　　　　委託料 20,995,456 30,268,847 △ 9,273,391

　　　　　支払手数料 292,459 450,855 △ 158,396

　　　　　広告宣伝費 0 0 0

　　　　　賞与引当金繰入額 0 0 0

　　② 管理費 0 0 0

　　　　　　　　　経常費用計 45,622,517 62,276,044 △ 16,653,527

　　　　　　　　　　当期経常増減額 671,264 572,127 99,137

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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収益事業等会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

 ２．経常外増減の部

  (1) 経常外収益

　　　　　　　　　経常外収益計 0 0 0

　(2) 経常外費用

    　　　　経常外費用計 0 0 0

    当期経常外増減額 0 0 0

　　他会計振替額 △ 99,256 0 △ 99,256

　　当期一般正味財産増減額 572,008 572,127 △ 119

　　一般正味財産期首残高 44,914,175 44,342,048 572,127

　　一般正味財産期末残高 45,486,183 44,914,175 572,008

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　① 基本財産運用益 0 0 0

　　　　　基本財産受取利息 0 0 0

　　② 一般正味財産への振替額 0 0 0

　　　　　一般正味財産への振替額 0 0 0

　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0

　　　　指定正味財産期首残高 0 0 0

　　　　指定正味財産期末残高 0 0 0

Ⅲ　正味財産期末残高 45,486,183 44,914,175 572,008
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法人会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　一般正味財産増減の部
 １．経常増減の部
  (1) 経常収益
　　① 基本財産運用益 4,950,769 4,513,069 437,700
　　　　　基本財産受取利息 4,950,769 4,513,069 437,700
　　② 特定資産運用益 0 0 0
　　　　　特定資産受取利息 0 0 0
　　③ 自主事業収益 0 0 0
　　　　　芸術文化鑑賞振興育成事業収益 0 0 0
　　④ 指定管理料収益 0 0 0
　　　　　西宮市民会館指定管理料収益 0 0 0
　　⑤ 受託事業収益 0 0 0
　　　　　東高校ホール管理運営受託事業収益 0 0 0
　　　　　公共団体等実施文化事業受託事業収益 0 0 0
　　⑥ 受取補助金等 8,290,571 8,094,929 195,642
　　　　　受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金 0 0 0
　　　　　受取財団派遣職員給与費等補助金 8,290,571 8,094,929 195,642
　　⑦ 雑収益 0 200 △ 200
　　　　　総務雑収益 0 0 0
　　　　　自主事業雑収益 0 0 0
　　　　　受取利息 0 200 △ 200
　　　　　　　　　経常収益計 13,241,340 12,608,198 633,142
  (2) 経常費用
　　① 事業費 0 0 0
　　② 管理費 10,687,186 10,580,707 106,479
　　　　　報酬 2,271,400 2,362,800 △ 91,400
　　　　　福利厚生費 6,338,508 6,056,488 282,020
　　　　　旅費交通費 76,530 42,100 34,430
　　　　　交際費 20,670 7,321 13,349
　　　　　通信運搬費 208,552 208,910 △ 358
　　　　　減価償却費 149,050 49,683 99,367
　　　　　消耗品費 240,421 588,825 △ 348,404
　　　　　修繕費 121,596 69,102 52,494
　　　　　印刷製本費 21,590 21,980 △ 390
　　　　　燃料費 51,251 69,505 △ 18,254
　　　　　賃借料 55,963 61,268 △ 5,305
　　　　　支払保険料 193,630 187,690 5,940
　　　　　租税公課 9,200 10,600 △ 1,400
　　　　　支払負担金 310,020 184,600 125,420
　　　　　委託料 220,000 220,000 0
　　　　　支払手数料 398,805 439,835 △ 41,030
　　　　　　　　　経常費用計 10,687,186 10,580,707 106,479
　　　　　　　　　　当期経常増減額 2,554,154 2,027,491 526,663

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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法人会計 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

正 味 財 産 増 減 計 算 書
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

 ２．経常外増減の部
  (1) 経常外収益
　　　　　　　　　経常外収益計 0 0 0
　(2) 経常外費用
       　　　　　　経常外費用計 0 0 0
    当期経常外増減額 0 0 0
    他会計振替額 △ 2,554,154 △ 2,027,491 △ 526,663
    当期一般正味財産増減額 0 0 0
　　一般正味財産期首残高 23,481,326 23,481,326 0
    一般正味財産期末残高 23,481,326 23,481,326 0
Ⅱ　指定正味財産増減の部
　　① 基本財産運用益 4,950,769 4,513,069 437,700
　　　　　基本財産受取利息 4,950,769 4,513,069 437,700
　　② 一般正味財産への振替額 △ 4,950,769 △ 4,513,069 △ 437,700
　　　　　一般正味財産への振替額 △ 4,950,769 △ 4,513,069 △ 437,700
　　　　当期指定正味財産増減額 0 0 0
　　　　指定正味財産期首残高 500,000,000 500,000,000 0
　　　　指定正味財産期末残高 500,000,000 500,000,000 0
Ⅲ　正味財産期末残高 523,481,326 523,481,326 0
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（単位：円）
科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部

　１．流動資産

　　　　現金預金 34,007,164 47,255,670 △ 13,248,506

　　　　未収金 107,780 116,088 △ 8,308

　　　　前払金 296,390 340,350 △ 43,960

　　　流動資産合計 34,411,334 47,712,108 △ 13,300,774

　２．固定資産

　　(1) 基本財産

　　　　普通預金 5,626,940 5,803,660 △ 176,720

　　　　投資有価証券 494,373,060 494,196,340 176,720

　　　基本財産合計 500,000,000 500,000,000 0

　　(2) 特定資産

　　　　退職給付引当資産 36,101,106 34,416,550 1,684,556

　　　　文化振興等積立資産 70,662,379 70,662,379 0

　　　特定資産合計 106,763,485 105,078,929 1,684,556

　　(3) その他固定資産

　　　　車輌運搬具 1,697,340 1,697,340 0

　　　　車輌運搬具減価償却累計額 △ 1,001,772 △ 852,722 △ 149,050

　　　　什器備品 435,750 435,750 0

　　　　什器備品減価償却累計額 △ 435,749 △ 435,749 0

         リサイクル預託金 16,490 16,490 0

　　　その他固定資産合計 712,059 861,109 △ 149,050

　　　固定資産合計 607,475,544 605,940,038 1,535,506

　　　資産合計 641,886,878 653,652,146 △ 11,765,268

Ⅱ　負債の部

　１．流動負債

　　　　未払金 12,572,900 25,758,537 △ 13,185,637

　　　　預り金 645,215 191,070 454,145

　　　　賞与引当金 2,516,046 2,460,135 55,911

　　　流動負債合計 15,734,161 28,409,742 △ 12,675,581

　２．固定負債

　　　　退職給付引当金 36,101,106 34,416,550 1,684,556

　　　固定負債合計 36,101,106 34,416,550 1,684,556

　　　負債合計 51,835,267 62,826,292 △ 10,991,025

Ⅲ　正味財産の部

　１．指定正味財産

　　　　寄付金 500,000,000 500,000,000 0

　　　指定正味財産合計 500,000,000 500,000,000 0

　　　　（うち基本財産への充当額） (500,000,000) (500,000,000) (0)

　　　　（うち特定資産への充当額） (0) (0) (0)

　２．一般正味財産 90,051,611 90,825,854 △ 774,243

　　　　（うち特定資産への充当額） (70,662,379) (70,662,379) (0)

　　　正味財産合計 590,051,611 590,825,854 △ 774,243
　　　負債及び正味財産合計 641,886,878 653,652,146 △ 11,765,268

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在
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（単位：円）

場所・物量等 　使用目的等 金　　額

現金 手元保管 運転資金  100,000

預金 普通預金 運転資金  33,889,793

ゆうちょ銀行 運転資金  17,371

未収金  107,780

前払金  296,390

 34,411,334

普通預金  5,626,940

投資有価証券 494,373,060

退職給付引当資産 普通預金  26,101,106

定期預金  10,000,000

文化振興等積立資産 普通預金  662,379

定期預金  20,000,000

投資有価証券 50,000,000

車輌運搬具  1,697,340

車輌運搬具減価償却累計
額

△ 1,001,772

什器備品  435,750

什器備品減価償却累計額 △ 435,749

リサイクル預託金  16,490

 607,475,544

 641,886,878

公益目的保有財産であり、芸術文化振
興事業に使用している

固定資産合計

　　  資産合計

基本財産

満期目的で保有しており、運用益は法
人管理費の財源として使用している

特定資産

職員の退職金支払の財源として積み
立てている

運用益を芸術文化振興事業の財源と
して使用している

その他固定資産

財　産　目　録
令和6年3月31日現在

貸借対照表科目

(流動資産)

流動資産合計

(固定資産)
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（単位：円）

場所・物量等 　使用目的等 金　　額

財　産　目　録
令和6年3月31日現在

貸借対照表科目

未払金
西宮市に対する未
払額

西宮市に対する指定管理料、受託料、
補助金精算返納等

 3,081,253

西宮税務署に対す
る未払額

西宮税務署に対する消費税  797,300

その他  8,694,347

預り金 職員の源泉所得税の預り金  125,013

職員の社会保険料の預り金  520,202

賞与引当金 職員の夏季賞与の引当金  2,516,046

 15,734,161

退職給付引当金  36,101,106

 36,101,106

 51,835,267

 590,051,611

固定負債合計

　　  負債合計

　　  正味財産

(流動負債)

流動負債合計

(固定負債)
職員に対する退職金の支払いに備え
たもの
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１　自主芸術文化事業

開　催　日 事　　　　　業　　　　　名 会　場

4/14（日)
西宮から想いを集めて！
能登半島地震被災者支援チャリティーコンサート

アミティ・ベイコ
ムホール

4/24（水）・6/7
（金）・9/5（木）・
11/27（水）・1/15
（水）

名画鑑賞会
アミティ・ベイコ
ムホール

4/27（土）・5/18
（土）・7/6（土）

ゑびす寄席（出前寄席）
生瀬市民館・名塩
会館・山口ホール

6/8（土） 甲東サロンコンサート 甲東ホール

6/30（日) 西宮太鼓フェスティバル
アミティ・ベイコ
ムホール

6月・9月 リージョナルシアターin西宮 市内各所・各校等

7月or8月 地域連携みんなでつなぐアートな日 西宮阪急百貨店

7/31（水） アミティ子ども映画祭
アミティ・ベイコ
ムホール

8/3（土)
アート for キッズ「子と親のはじめてのホール体験
プリンセス コンサート」

アミティ・ベイコ
ムホール

8/23（金） アートなおばけやしき 市民会館　会議室

8月
おさんぽアミティ「わたしとみんなのダンスＷＳ①
市立西宮高校ダンス部」

勤労青少年ホーム

8月
おさんぽアミティ「わたしとみんなのダンスＷＳ②
善照学園」

善照学園

9月 おさんぽアミティ「あすなろアウトリーチ」
あすなろ なるお
きた、かわらぎ

11/2（土） 大阪音楽大学専攻科生による「オータムコンサート」 フレンテホール

11/21(木) 
不登校支援プログラム
ミ・べモル サクソフォンアンサンブルコンサート

アミティ・ベイコ
ムホール

11/24(日) 「青春の音楽祭」コンサート なるお文化ホール

11/29(金) ニューイヤーコンサート　プレ企画 市民会館　会議室

12/23(月) 文楽に遊ぶ（文楽探険） 市民会館　会議室

1/24(金) ニューイヤーコンサート
兵庫県立芸術文化
センター

1/31(金)・2/1(土)・
2/2(日)

にしのみやアジア映画祭 勤労会館

2/9(日)
社会人バンドフェスティバル「なないろの音楽だよ
り」（吹奏楽・ジャズ）

アミティ・ベイコ
ムホール
市民会館　会議室

公益財団法人 西宮市文化振興財団
令和６年度事業計画書
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開　催　日 事　　　　　業　　　　　名 会　場

2/14(金) アミティ・ランチタイムコンサート
アミティ・ベイコ
ムホール

2/23(日) 宮っ子おやこコンサート なるお文化ホール

3/1(土) なるお寄席 なるお文化ホール

3/29（土) ミ・ベモル サクソフォンアンサンブル　コンサート
アミティ・ベイコ
ムホール

3/30（日)
にしのみやオペラ
ハイライトコンサート

アミティ・ベイコ
ムホール

未定 市民文化サロン「西宮文学案内」 勤労会館

未定 学生のための「ジャズ・クリニック」 市内各校等

未定 おさんぽアミティ「わたしとみんなのダンスＷＳ③」 未定

未定 おさんぽアミティ「おさんぽ＠商業施設」 未定

未定 おさんぽアミティ「福祉施設アウトリーチ」 未定

通年
おさんぽアミティ「市制１００周年プレイベント
ミ・べモル公民館コンサート」

市内１４公民館

通年 おうちでアミティ [オンライン]

通年 文化団体後援・共催事業 －

通年 友の会推進事業 －

通年 舞台芸術推進事業 －

通年 芸術文化情報の収集提供事業 －
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２　受託文化事業等

6/29（土）～7/6
（土）

西宮市展 市民ギャラリー

10月～1月 西宮市芸術祭 アミティ・ベイコムホール他

10月 野外文化事業
阪急西宮ガーデンズ　本館4
階　スカイガーデン

10月～11月 西宮市民文化祭 公民館他

11/3（日・祝） 西宮市民音楽祭　 アミティ・ベイコムホール

12/22（日） さよならコンサート アミティ・ベイコムホール

通　年 まちかどコンサート 市内各所

通　年 西宮少年合唱団育成事業 市民会館他

通　年 西宮市吹奏楽団育成事業 アミティ・ベイコムホール他

通　年 団体育成事業  - 

通　年 西宮虹舞台事業（浜脇のふるさとづくり事業） 浜脇小学校体育館

通　年
アーティストバンク事業（にしのみや新進アー
ティストボックス）

[オンライン]

通　年 ブラス・クリニック[実行委員会への参画] 市民会館

通　年
西宮市小中学校へのアウトリーチ事業[実行委
員会への参画]

市内小・中学校

３　芸術文化情報の収集提供事業　

　　「西宮カルチャー・イベント・カレンダー」等により当財団の事業だけでなく、広く市内の

　芸術文化の催し物の情報などを発信するとともに、ホームページ、アミティータイム（文化振

　興財団情報チラシ）、ＳＮＳ等により財団事業の情報発信に積極的に取り組む。

４　施設管理運営事業

　　西宮市民会館を指定管理者として、管理運営を行う。

開　催　日 事　　　　　業　　　　　名 会　　場
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（単位：円）

科　　　　目
公益目的
事業会計

収益事業
等会計

法人会計 合    計

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　(1) 経常収益

　　　　①基本財産運用益  0  0  4,950,000  4,950,000

　　　　　　基本財産受取利息 　  0  0  4,950,000  4,950,000

　　　　②特定資産運用益  363,000  0  0  363,000

　　　　　　特定資産受取利息 　  363,000  0  0  363,000

　　　　③自主事業収益  6,605,000  0  0  6,605,000

　　　　　　芸術文化鑑賞振興育成事業収益 　  6,605,000  0  0  6,605,000

　　　　④指定管理料収益  83,362,000  44,880,000  0  128,242,000

　　　　　　西宮市民会館指定管理料収益 　  83,362,000  44,880,000  0  128,242,000

　　　　⑤受託事業収益  46,424,000  0  0  46,424,000

　　　　　　公共団体等実施文化事業受託事業収益 　  46,424,000  0  0  46,424,000

　　　　⑥受取補助金等  49,469,000  0  8,395,000  57,864,000

　　　　　　受取芸術文化鑑賞振興育成事業補助金 　  49,469,000  0  0  49,469,000

　　　　　　受取財団派遣職員給与費等補助金 　  0  0  8,395,000  8,395,000

　　　　⑧受取寄附金等  1,000  0  0  1,000

　　　　　　受取寄附金  1,000  0  0  1,000

　　　　⑦雑収益  281,000  1,410,000  1,000  1,692,000

　　　　　　総務雑収益 　  0  1,410,000  0  1,410,000

　　　　　　自主事業雑収益 　  281,000  0  0  281,000

　　　　　　受取利息 　  0  0  1,000  1,000

　　　　経常収益計  186,505,000  46,290,000  13,346,000  246,141,000

　　(2) 経常費用  0

　　　　①事業費  190,412,000  45,680,000  0  236,092,000

　　　　　　報酬 　  21,741,000  5,487,000  0  27,228,000

　　　　　　給料手当 　  30,564,000  0  0  30,564,000

　　　　　　臨時雇賃金 　  2,143,000  0  0  2,143,000

　　　　　　退職給付費用 　  1,480,000  168,000  0  1,648,000

　　　　　　福利厚生費 　  7,854,000  923,000  0  8,777,000

　　　　　　旅費交通費 　  845,000  10,000  0  855,000

　　　　　　通信運搬費 　  2,862,000  96,000  0  2,958,000

　　　　　　消耗品費 　  6,199,000  1,225,000  0  7,424,000

　　　　　　修繕費 　  3,605,000  1,925,000  0  5,530,000

　　　　　　印刷製本費 　  5,867,000  105,000  0  5,972,000

　　　　　　燃料費 　  20,000  10,000  0  30,000

　　　　　　光熱水料費 　  21,660,000  11,662,000  0  33,322,000

　　　　　　賃借料 　  8,819,000  959,000  0  9,778,000

　　　　　　支払保険料 　  73,000  20,000  0  93,000

　　　　　　諸謝金 　  10,186,000  35,000  0  10,221,000

　　　　　　租税公課 　  2,978,000  769,000  0  3,747,000

　　　　　　著作権使用料 　  322,000  0  0  322,000

　　　　　　支払負担金 　  171,000  14,000  0  185,000

　　　　　　委託料 　  59,069,000  21,834,000  0  80,903,000

　　　　　　支払手数料 　  1,369,000  438,000  0  1,807,000

　　　　　　賞与引当金繰入額 　  2,585,000  0  0  2,585,000

収 支 （正 味 財 産 増 減） 予 算 書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで
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（単位：円）

科　　　　目
公益目的
事業会計

収益事業
等会計

法人会計 合    計

収 支 （正 味 財 産 増 減） 予 算 書
令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

　　　　②管理費  0  0  11,014,000  11,014,000

　　　　　　報酬 　  0  0  2,297,000  2,297,000

　　　　　　福利厚生費 　  0  0  6,478,000  6,478,000

　　　　　　旅費交通費 　  0  0  90,000  90,000

　　　　　　交際費 　  0  0  50,000  50,000

　　　　　　通信運搬費 　  0  0  169,000  169,000

　　　　　　減価償却費 　  0  0  179,000  179,000

　　　　　　消耗品費 　  0  0  155,000  155,000

　　　　　　修繕費 　  0  0  200,000  200,000

　　　　　　印刷製本費 　  0  0  30,000  30,000

　　　　　　燃料費 　  0  0  72,000  72,000

　　　　　　賃借料 　  0  0  81,000  81,000

　　　　　　支払保険料 　  0  0  192,000  192,000

　　　　　　諸謝金 　  0  0  100,000  100,000

　　　　　　租税公課 　  0  0  12,000  12,000

　　　　　　支払負担金 　  0  0  320,000  320,000

　　　　　　委託料 　  0  0  249,000  249,000

　　　　　　支払手数料 　  0  0  340,000  340,000

　　　　経常費用計  190,412,000  45,680,000  11,014,000  247,106,000

　　　　当期経常増減額 △ 3,907,000 610,000 2,332,000 △ 965,000

　２．経常外増減の部  0

　　(1) 経常外収益  0

　　　　経常外収益計  0  0  0  0

　　(2) 経常外費用  0

　　　　経常外費用計  0  0  0  0

　　　　当期経常外増減額  0  0  0  0

　　　　当期一般正味財産増減額 △ 3,907,000  610,000  2,332,000 △ 965,000

　　　　一般正味財産期首残高  18,675,000  45,329,000  25,846,000  89,850,000

　　　　一般正味財産期末残高  14,768,000  45,939,000  28,178,000  88,885,000

Ⅱ　指定正味財産増減の部  0

　　　　①基本財産運用益  4,950,000  4,950,000

　　　　　　基本財産受取利息 　  4,950,000  4,950,000

　　　　②一般正味財産への振替額 △ 4,950,000 △ 4,950,000
　　　　　　一般正味財産への振替額 　 △ 4,950,000 △ 4,950,000
　　　　当期指定正味財産増減額  0  0  0  0
　　　　指定正味財産期首残高  0  0  500,000,000  500,000,000
　　　　指定正味財産期末残高  0  0  500,000,000  500,000,000
Ⅲ　正味財産期末残高  14,768,000  45,939,000  528,178,000  588,885,000
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報告第 ４４ 号 

 

公益財団法人西宮スポーツセンターの経営状況を説明する書類提出の件 

 

地方自治法第２４３条の３第２項の規定により公益財団法人西宮スポーツセンターの経

営状況を説明する書類を次のとおり提出する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 
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公益財団法人 西宮スポーツセンター 

令和５年度 事 業 報 告 書 

 

公益財団法人西宮スポーツセンターは、「西宮市スポーツ推進計画」を基本に地域スポーツの推

進と体育の向上、市民の生涯スポーツの推進を図るため、令和５年度事業計画に基づき、各種事業

を実施した。令和５年度から新たに今津体育館・鳴尾体育館・甲武体育館の指定管理者となり、市内

９体育館とスポーツセンターの施設管理運営と運動・スポーツ教室を実施し、安心・安全な施設づ

くりとスポーツに親しめる環境づくりを提供した。 

 

１ 世代に応じたスポーツ推進事業（公益目的事業） 

従来から、市民の生涯スポーツの推進を図るため、参加者それぞれのライフステージに応じた

一貫性のあるプログラムを作成し、継続的にスポーツに親しんでもらえるよう、幅広いニーズに

応える各種スポーツ推進事業を展開している。令和５年度に実施した事業は次のとおりである。 

新規教室としては、神戸大学が推奨する認知症予防プログラム「コグニケア教室」を鳴尾体育

館・甲武体育館・松原体育館・塩瀬体育館で実施した。 

  また、小学生（高学年）を対象に、さまざまなスポーツに触れるきっかけづくりや体力・運動

能力向上のための教室「ジュニアスポーツ教室」を実施した。 

  今津体育館では 60 歳以上を対象に簡単な運動や筋力トレーニング、レクリエーションを行う

「健康レクリエーション教室」を実施し、高齢者の健康の維持・増進を図った。 

塩瀬体育館では２・３歳児を対象に遊びや運動を通して親子のスキンシップを図る「おやこ de

うんどう教室」を実施した。       

  また、指導員全員が「公認パラスポーツ指導員」の資格を保有していることを活かし、管理施設

において、ユニバーサルスポーツの提供を行った。障がいのある人の「スポーツを始めるきっか

けづくり」として、「みんなで一緒に運動しよっ！」を年間 24 回、「GO！GO！パラスポ体験会」

を年間 10回、「金曜スポーツ DAY！」を年間７回実施した。 

西宮市スポーツ推進事業としては「大会・つどい事業」、「スポーツ推進委員関連事業」など

の運営スタッフとして協力した。       

  新規イベントとしては、若年層の運動の機会提供のための「モルックな昼下がり」、「ハピネ

ススポーツ」を開催した。また、外部施設でイベントブース出店依頼を受け、「コロワ甲子園リ

ニューアルイベント」や「甲子園キッズフェスタ」でスポーツブースを開設した。 

  アスレチック・リエゾン・西宮の事務局運営や「アスリート先生派遣事業」では市内 27校、30

回、授業や部活動にアスリートを派遣し、子どもたちや指導者に向けて講義・講習会を実施した。 

  また「秋マルシェ」、「西宮交流フェスティバル」でアスリートとのコラボイベントを開催す

るなど、子どもたちに夢や希望を与えるきっかけづくりを担った。 

  西宮市スポーツ推進受託事業としては、小学生から高齢者対象の教室「ミライクスポーツ」、

「エンジョイシニア・ロコトレ＆スポーツ」、「スポーツ塾」、「ウエルネススポーツ」などを

開催した。 
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２ 理事会の開催 

回 開催年月日 出席理事 議題 

1 令和 5 年 5 月 23 日 5 名 

報告第 1 号 令和 4年度職務執行状況 

議案第 1 号 令和 4年度事業報告及び決算 

議案第 2 号 令和 5年度定時評議員会の開催 

2 令和 5 年 6 月 12 日 6 名 
議案第 3 号 理事長の選定 

議案第 4 号 常務理事の選定 

3 令和 5年 10 月 24 日 6 名 

報告第 2 号 令和 5年度上半期執行状況 

議案第 5 号 令和 5年度臨時評議員会決議の省略に

ついて 

4 
令和 5年 12 月 18 日 

（書面決議） 
6 名 

議案第 6 号 電子取引データの訂正及び削除の防止

に関する事務処理規程の制定について 

5 令和 6 年 3 月 26 日 6 名 

報告第 3 号 西宮中央運動公園再整備計画の現状 

議案第 7 号 西宮中央運動公園再整備における拠点

整備積立資産の取扱い 

議案第 8 号 令和 6年度事業計画 

議案第 9 号 令和 6年度収支予算及び資産調達、設

備投資の見込み 

議案第 10 号 第 2 期中期経営計画 

 

 

３ 評議員会の開催 

回 開催年月日 出席評議員 議題 

1 令和 5 年 6 月 12 日 4 名 

議案第 1 号 令和 4年度事業報告及び決算 

議案第 2 号 理事 6名の選任 

議案第 3 号 監事 2名の選任 

議案第 4 号 評議員 4 名の選任 

報告第 1 号 令和 5年度事業計画及び収支予算 

2 
令和 5 年 11 月 7 日 

（書面決議） 
4 名 議案第 5 号 評議員 1 名の選任 

 

 

４ 世代に応じたスポーツ推進事業（公益目的事業） 

(1) 幼児期のスポーツ推進 

幼児期における様々なスポーツ体験の重要性を認識し、遊びを通して体力の向上を図り、運

動・スポーツと楽しく出会う機会を提供するため、「親子でリフレッシュ」教室等 57教室（1,897

回）を実施。 

 

(2) 児童期のスポーツ推進 

児童期は、自分本位な遊びからルールのあるスポーツに移行させていくことが必要とされ、

スポーツ活動を通じて、健全な生活態度を身につけ、基礎体力の向上を図り、仲間と協力し励

まし合うことの喜びや達成感を体感できるよう、「小学生体操」教室等 61教室（2,075 回）を

実施。 

 

(3) 青年・壮年・中年期のスポーツ推進 
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青年・壮年・中年期の成人は、学校をはじめ、家庭、地域において充実期を迎える一方、自由

時間が減少する傾向がある。この世代が手軽に継続してスポーツに取り組める機会を提供し、

健康づくりを推進するため、「リフレッシュ＆シェイプ」教室等 106 教室（4,047 回）を実施。 

 

(4) 高齢期のスポーツ推進 

高齢者が自らの体力や能力に応じて、スポーツ活動に参加できる環境づくりのため、近隣の

施設でスポーツに取り組める機会を提供し、生涯スポーツの振興を図ることを目的とした、「ら

くらく健康体操」教室等９教室（334 回）を実施。 

 

(5) 西宮市受託事業 

未就学児から高齢者までを対象とした事業を西宮市から受託し、市内各所で実施した。 

 

(6) スポーツ推進事業 

「大会・つどい事業」、「スポーツ推進委員協議会事務局」、「にしのみや武庫川ハーフマ

ラソン」等の運営補助を行った。 

 

(7) 西宮市スポーツ奨励事業 

市民が日常的に運動やスポーツに参加できるよう動機づけをし、日常的なスポーツ活動の普

及を図るため、「始めてみよう！フィットネスライフ」や「わくわく運動広場」を実施した。 

 

(8) 西宮市スポーツ振興基金運用事業 

障がいのある人とない人がスポーツを通じて健康づくりや生きがいづくりを図ることができ

るよう、地域で参加できる活動を実施した。 

 

(9) 生涯スポーツ活動を支える基盤づくり（スポーツ施設等の利活用） 

市民の体力や年齢目的に応じたスポーツ活動の場を提供するため、運動施設管理システム「ス

ポーツネットにしのみや」の管理を継続して行い、市民の生涯スポーツの振興に寄与する施設

運営に努めた。 

 

(10) スポーツサポート 

障がい者自立支援施設「いずみ園」や西宮市内の児童センター、宮水学園等へ指導員を派遣

した。 

 

(11) スポーツ情報提供・スポーツ相談（ホームページの活用） 

市民が生涯スポーツに取り組むために必要なスポーツに関する様々な情報を集約し、より多

くの市民に提供できるよう、西宮スポーツセンターや西宮市のホームページ、ＳＮＳ、市政ニ

ュース等を活用し、積極的に情報提供を行った。 

29－429－4



法人全体　 （単位：円）
科　　　　目 当年度 前年度 増　減

Ⅰ　資産の部       
　１．流動資産
　　　　現金預金 26,212,674 3,364,357 22,848,317
　　　　未収入金 10,512,419 22,999,137 △ 12,486,718
　　　　前払金 19,800 1,955,242 △ 1,935,442
　　　　立替金 0 16,000 △ 16,000
　　　流動資産合計  36,744,893   28,334,736   8,410,157  
　２．固定資産
　　(1) 基本財産
　　　　投資有価証券 61,000,000 61,000,000 0
　　　基本財産合計  61,000,000   61,000,000   0  
　　(2) 特定資産
　　　　建物 193,207,799 193,207,799 0
　　　　建物減価償却累計額 △ 179,231,490 △ 175,572,682 △ 3,658,808
　　　　建物付属設備 57,009,878 57,009,878 0
　　　　建物付属設備減価償却累計額 △ 55,931,723 △ 55,730,023 △ 201,700
　　　　構築物 320,000 320,000 0
　　　　構築物減価償却累計額 △ 319,999 △ 319,999 0
　　　　器具及び備品 1,920,840 1,920,840 0
　　　　器具及び備品減価償却累計額 △ 1,861,894 △ 1,614,260 △ 247,634
　　　　退職給付引当資産 38,168,810 37,770,610 398,200
　　　　拠点整備積立資産 25,000,000 25,000,000 0
　　　　建設改良等積立金 12,442,964 12,442,964 0
　　　特定資産合計  90,725,185   94,435,127   △ 3,709,942  
　　(3) その他固定資産
　　　　リース資産 7,938,480 2,300,760 5,637,720
　　　　電話加入権 80,300 80,300 0
　　　その他固定資産合計  8,018,780   2,381,060   5,637,720  
　　　固定資産合計  159,743,965   157,816,187   1,927,778  
　　　資産合計  196,488,858   186,150,923   10,337,935  
Ⅱ　負債の部       
　１．流動負債
　　　　未払金 25,549,265 30,420,454 △ 4,871,189
　　　　前受金 572,000 493,500 78,500
　　　　預り金 5,939,423 2,598,455 3,340,968
　　　　賞与引当金 4,875,000 4,163,000 712,000
　　　流動負債合計  36,935,688   37,675,409   △ 739,721  
　２．固定負債
　　　　退職給付引当金 38,168,810 37,770,610 398,200
　　　　長期リース債務 7,938,480 2,300,760 5,637,720
　　　固定負債合計  46,107,290   40,071,370   6,035,920  
　　　負債合計  83,042,978   77,746,779   5,296,199  
Ⅲ　正味財産の部       
　１．指定正味財産
　　　　寄付金 61,000,000 61,000,000 0
　　　指定正味財産合計  61,000,000   61,000,000   0  
　　　　（うち基本財産への充当額） ( 61,000,000 ) ( 61,000,000 ) ( 0 )
　　　　（うち特定資産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
　２．一般正味財産 52,445,880 47,404,144 5,041,736
　　　　（うち基本財産への充当額） ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
　　　　（うち特定資産への充当額） ( 52,556,375 ) ( 56,664,517 ) ( △ 4,108,142 )
　　　正味財産合計  113,445,880   108,404,144   5,041,736  
　　　負債及び正味財産合計  196,488,858   186,150,923   10,337,935  

貸 借 対 照 表
令和6年3月31日現在
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法人全体　 （単位：円）

科　　　　目

Ⅰ　一般正味財産増減の部

 １．経常増減の部

  (1) 経常収益

　　　 基本財産運用益 [ 57,950 ] [ 57,950 ] [ 0 ]

　　　　　基本財産受取利息  57,950   57,950   0  

　　　 特定資産運用益 [ 955 ] [ 952 ] [ 3 ]

　　　　　特定資産受取利息  955   952   3  

　　　 事業収益 [ 475,053,853 ] [ 370,460,549 ] [ 104,593,304 ]

　　　　　ｾﾝﾀｰ事業収益  156,758,853   139,594,549   17,164,304  

　　　　　施設管理事業収益  318,295,000   230,866,000   87,429,000  

　　　 受取補助金等 [ 240,000 ] [ 160,000 ] [ 80,000 ]

　　　　　受取補助金等  240,000   160,000   80,000  

　　　 雑収益 [ 0 ] [ 1,608,287 ] [ △ 1,608,287 ]

　　　　　雑収益  0   1,608,287   △ 1,608,287  

　　　　　　　　　経常収益計  475,352,758   372,287,738   103,065,020  

  (2) 経常費用

　　　 事業費 [ 464,404,950 ] [ 397,537,456 ] [ 66,867,494 ]

　　　　　職員給与  106,178,037   100,376,664   5,801,373  

　　　　　賃金  21,854,384   15,857,287   5,997,097  

　　　　　退職給付費用  3,951,440   3,598,270   353,170  

　　　　　賞与  32,349,218   28,693,063   3,656,155  

　　　　　福利厚生費  24,819,577   23,110,314   1,709,263  

　　　　　賞与引当金繰入額  4,875,000   4,163,000   712,000  

　　　　　旅費交通費  338,400   214,100   124,300  

　　　　　通信運搬費  3,895,330   2,819,359   1,075,971  

　　　　　減価償却費  5,560,298   5,426,797   133,501  

　　　　　消耗什器備品費  1,144,115   382,260   761,855  

　　　　　消耗品費  6,770,392   9,029,577   △ 2,259,185  

　　　　　修繕費  41,857,233   34,698,076   7,159,157  

　　　　　印刷製本費  679,580   459,690   219,890  

　　　　　燃料費  438,420   472,176   △ 33,756  

　　　　　光熱水費  5,327,680   5,735,248   △ 407,568  

　　　　　賃借料  7,384,528   4,965,543   2,418,985  

　　　　　広告費  172,068   234,530   △ 62,462  

　　　　　保険料  1,852,249   1,563,668   288,581  

　　　　　諸謝金  15,774,904   16,857,779   △ 1,082,875  

　　　　　租税公課  21,522,869   16,023,415   5,499,454  

　　　　　負担金  17,960,360   14,939,494   3,020,866  

　　　　　委託費  139,698,868   107,912,526   31,786,342  

　　　　　雑費  0   4,620   △ 4,620  

　　　 管理費 [ 5,906,072 ] [ 6,446,021 ] [ △ 539,949 ]

　　　　　報酬  2,245,860   2,060,900   184,960  

　　　　　職員給与  535,200   482,900   52,300  

　　　　　賞与  196,240   193,160   3,080  

　　　　　福利厚生費  302,486   281,085   21,401  

　　　　　旅費交通費  53,780   67,640   △ 13,860  

　　　　　通信運搬費  16,502   8,195   8,307  

　　　　　減価償却費  915,924   171,444   744,480  

　　　　　修繕費 50,107 33,660 16,447

　　　　　光熱水費 164,368 193,348 △ 28,980

　　　　　賃借料 423,830 765,304 △ 341,474

　　　　　保険料  22,381   20,097   2,284  

　　　　　租税公課  3,481   19,185   △ 15,704  

　　　　　負担金  177,840   178,670   △ 830  

　　　　　委託費  795,073   1,970,433   △ 1,175,360  

　　　　　雑費 3,000 0 3,000

　　　　　　　　　経常費用計  470,311,022   403,983,477   66,327,545  

　　　　　　　　　　当期経常増減額  5,041,736   △ 31,695,739   36,737,475  

当年度 前年度 増　減

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
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法人全体　 （単位：円）

科　　　　目 当年度 前年度 増　減

正 味 財 産 増 減 計 算 書

令和5年4月1日から令和6年3月31日まで

 ２．経常外増減の部

  (1) 経常外収益

　　　　　　　　　経常外収益計  0   0   0  

　(2) 経常外費用

　　　　　　　　　経常外費用計  0   0   0  

　　　　　　　　　　当期経常外増減額  0   0   0  

　　　　　　　　　　当期一般正味財産増減額  5,041,736   △ 31,695,739   36,737,475  

　　　　　　　　　　一般正味財産期首残高  47,404,144   79,099,883   △ 31,695,739  

　　　　　　　　　　一般正味財産期末残高  52,445,880   47,404,144   5,041,736  

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　　　　　　　当期指定正味財産増減額  0   0   0  

　　　　　　　　　　指定正味財産期首残高  61,000,000   61,000,000   0  

　　　　　　　　　　指定正味財産期末残高  61,000,000   61,000,000   0  

Ⅲ　正味財産期末残高  113,445,880   108,404,144   5,041,736  
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法人全体
１　継続組織の前提に関する注記

    該当する事項はない。

２　重要な会計方針

　(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

　　　満期保有目的の債券、償却原価法によっている。

　(2) 固定資産の減価償却の方法

　　　固定資産の減価償却方法は、定額法で行っている。

　(3) 消費税等の会計処理

　　　税込経理による。

　(4) リース取引の処理方法

　　　リース物件の所有権が借主に移転すると認められるもの以外のファイナンス・リース取引につい

　　ては、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

３　基本財産及び特定資産の増減額及びその残高は、次のとおりである。
(単位：円)

科目 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高

基本財産

投資有価証券 61,000,000 0 0 61,000,000

小計 61,000,000 0 0 61,000,000

特定資産

建物 193,207,799 0 0 193,207,799

建物減価償却累計額 △ 175,572,682 0 3,658,808 △ 179,231,490

建物付属設備 57,009,878 0 0 57,009,878

建物付属設備減価償却累計額 △ 55,730,023 0 201,700 △ 55,931,723

構築物 320,000 0 0 320,000

構築物減価償却累計額 △ 319,999 0 0 △ 319,999

器具及び備品 1,920,840 0 0 1,920,840

器具及び備品減価償却累計額 △ 1,614,260 0 247,634 △ 1,861,894

退職給付引当資産 37,770,610 3,951,440 3,553,240 38,168,810

拠点整備積立資産 25,000,000 0 0 25,000,000

建設改良等積立金 12,442,964 0 0 12,442,964

小計 94,435,127 3,951,440 7,661,382 90,725,185

合計 155,435,127 3,951,440 7,661,382 151,725,185

４　基本財産及び特定資産の財源等の内訳は、次のとおりである。
(単位：円)

科目 当期末残高
（うち指定正味財産

からの充当額）
（うち一般正味財産
からの充当額）

（うち負債に
　対応する額）

基本財産

投資有価証券 61,000,000 61,000,000 0 －

小計 61,000,000 61,000,000 0 －

特定資産

建物 193,207,799 0 193,207,799 －

建物減価償却累計額 △ 179,231,490 0 △ 179,231,490 －

建物付属設備 57,009,878 0 57,009,878 －

建物付属設備減価償却累計額 △ 55,931,723 0 △ 55,931,723 －

構築物 320,000 0 320,000 －

構築物減価償却累計額 △ 319,999 0 △ 319,999 －

器具及び備品 1,920,840 0 1,920,840 －

器具及び備品減価償却累計額 △ 1,861,894 0 △ 1,861,894 －

退職給付引当資産 38,168,810 0 0 38,168,810

拠点整備積立資産 25,000,000 0 25,000,000 －

建設改良等積立金 12,442,964 0 12,442,964 －

小計 90,725,185 0 52,556,375 38,168,810

合計 151,725,185 61,000,000 52,556,375 38,168,810

５　補助金等の内訳並びに交付者、当期の増減額及び残高は次のとおりである。
(単位：円)

補助金等の名称 交付者 前期末残高 当期増加額 当期減少額 当期末残高
貸借対照表上の

記載区分

補助金

　受取補助金等 西宮市 0 240,000 240,000 0 一般正味財産

合計 0 240,000 240,000 0

財務諸表に対する注記 
令和6年3月31日現在
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（単位：円）

目的使用 その他
賞与引当金  4,163,000  4,875,000  4,163,000  0  4,875,000

退職給付引当金  37,770,610  3,951,440  3,553,240  0  38,168,810

期末残高

付属明細書

２　引当金の明細

１　基本財産及び特定資産の明細

当期増加額
当期減少額

科目 期首残高

　　財務諸表に対する注記に記載済みのため省略

29－929－9



法人全体 （単位：円）

場所・物量等 使用目的等 金　　額

(流動資産)
現金 手元保管（センター） 　運転資金として 284,520

手元保管（運動施設） 　運転資金として 792,151
預金 普通預金

（りそな、尼信） 　運転資金として 25,136,003

未収入金 　西宮市スポーツ推進事業受託料収
　入、派遣指導収入他

10,512,419

前払金   駐車スペース賃借料　4月分 19,800

流動資産合計 36,744,893

(固定資産)

基本財産
投資有価証券 地方債（みずほ証券） 　公益目的保有財産であり、

　スポーツ振興事業に使用している
61,000,000

特定資産
建物 　うち公益目的事業保有財産95.5％

　　　管理目的保有財産4.5％
193,207,799

建物減価償却累計額 △ 179,231,490
建物付属設備 　うち公益目的事業保有財産95.5％

　　　管理目的保有財産4.5％
57,009,878

建物付属設備減価償却累計額 △ 55,931,723
構築物 　管理目的保有財産 320,000
構築物減価償却累計額 △ 319,999
器具及び備品 　公益目的保有財産 1,920,840
器具及び備品減価償却累計額 △ 1,861,894
退職給付引当資産 定期預金

（三井住友、りそな、
尼信）

23,074,569

普通預金（三井住友） 15,094,241
拠点整備積立資産 定期預金（三井住友）   拠点整備に要する特定費用準備

  資金として管理している
25,000,000

建設改良等積立金 普通預金（三井住友）   建設改良等に要する積立金
　として管理している

12,442,964

その他固定資産
リース資産 　公益目的保有財産 32,219,844
リース資産減価償却累計額 △ 24,281,364
電話加入権 　公益目的保有財産 80,300

固定資産合計 159,743,965

資産合計 196,488,858

(流動負債)
未払金

　公益目的事業の
　退職給付金、臨時職員賃金3月分、
　社会保険料事業所負担分、
　教室指導等の業者支払3月分、
　消費税他

25,549,265

前受金 　教室受講料4月分 572,000
預り金 　職員の社会保険料、

　所得税、県市民税他
5,939,423

賞与引当金 　職員の夏季賞与の引当金 4,875,000

流動負債合計 36,935,688

(固定負債)
退職給付引当金 　職員の退職給付金の引当金 38,168,810
長期リース債務 7,938,480

固定負債合計 46,107,290

負債合計 83,042,978

正味財産 113,445,880

財 産 目 録
令和6年3月31日現在

貸借対照表科目

　職員退職給付引当金に対する
　引当資産として管理している
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公益財団法人 西宮スポーツセンター 

令和６年度 事 業 計 画 書 

 

公益財団法人西宮スポーツセンターは、西宮市における地域スポーツの推進と体育の向上、市民の生涯スポ

ーツの推進を図り、西宮市民が広くスポーツに親しみ、心身の健全な発達及び活力ある地域への発展に寄与す

ることを目的に各種事業を行なっている。 

市民のニーズや利用者の特性に応じた多様できめ細やかなサービスの提供と安心・安全な施設の維持管理を

行い、運動・スポーツを広く市民に提供していく。また、これまでに築き上げてきた西宮市並びに西宮市体育

協会、西宮市スポーツ推進委員協議会や西宮市総合福祉センター、アスレチック・リエゾン・西宮との信頼関

係に基づく強固な人的ネットワークを活かし、各団体と協働して西宮市のスポーツの推進と発展を目指してい

く。 

新規事業としては、子育て中の保護者の運動不足解消のため気軽に参加できるよう子供連れでの参加もでき

る「ママ・パパのためのリフレッシュTIME」や、未就学児向けに様々なスポーツを始めるきっかけづくりとし

ての「キッズスポーツ」、有酸素運動と筋コンディショニングを中心に行う「LET‘Sエクササイズ」等、より

きめ細かく市民のニーズに応えた教室を展開する。また、シドニー・アテネオリンピック、トライアスロン元

日本代表の西内洋行さんと協働で実施する「マルチスポーツアカデミー」では、どのようなスポーツにも通用

する体づくりをオリンピアン監修のもと実施する。 

管理施設においては、地域住民との交流のため「１DAYスポーツ」イベントを実施し、施設の周知や利用者

の増加を図る。また、指導員全員が「公認初級パラスポーツ指導員」の資格を保有していることを活かし、障

がいのある方のスポーツを始めるきっかけ作りとして、松原体育館・中央体育館分館で「みんなで一緒に運動

しよっ！」を実施し年間を通して行う。パラスポーツの普及、子どもの体力向上、また成人や勤労者がスポー

ツに親しむ機会の提供、高齢者の健康寿命の延伸、コミュニティーづくりを目的に西宮市と連携し、年間を通

したスポーツ教室を実施する。 

その他、西宮市民体育大会開会式や、にしのみや武庫川ハーフマラソンのほか、西宮市の各種スポーツ大会

や事業の運営をサポートするとともに、必要なノウハウを蓄積し、円滑な進行に協力していく。 

 また、関西学院大学・武庫川女子大学・図書館とのコラボレーションイベント等を実施し、双方が専門性を

活かした事業に取り組み、地域住民がより一層スポーツに親しみ、楽しむことのできる機会を提供する。 

 さらに、アスレチック・リエゾン・西宮の事務局運営を行い、「アスリート先生派遣事業」ではアスレチッ

ク・リエゾン・西宮の会員・加盟チームが小・中・義務教育学校や、特別支援学校へ訪問し、授業や部活動の

技術指導のほか、指導者向けの研修会や講習会を実施し、アスリートやプロの技術・経験等を次世代の子ども

と指導者に繋げていく。 

なお、令和6年度より、昨今の社会情勢を踏まえ受講料を改定する。より一層の指導力とサービスが求めら

れるが、受講生の理解が得られるよう指導力向上、サービス向上に力を入れて取り組んでいく。 

 事業実施にあたっては、スポーツ教室受講料・イベント参加料のキャッシュレス化を進める等、利便性を向

上させ、より多くの市民が参加できるよう魅力ある事業展開を職員一丸となって全力で取り組んでいく。併せ

て、効率的かつ効果的な組織運営に努め、公益財団法人として経営基盤の強化を目指す。 

 

世代に応じたスポーツ推進事業（公益目的事業） 

１ 幼児期のスポーツ推進  

２ 児童期のスポーツ推進  

３ 青年・壮年・中年期のスポーツ推進  

４ 高齢期のスポーツ推進  

５ 西宮市受託事業 

６ スポーツ推進事業 

７ 高齢層限定スポーツ教室事業 

８ スポーツ振興基金運用事業 

９ 生涯スポーツ活動を支える基盤づくり（スポーツ施設等の利活用） 

１０ スポーツサポート 

１１ スポーツ情報提供・スポーツ相談（ホームページの活用） 
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法人全体 （単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　(1) 経常収益

　　　　基本財産運用益 [ 57,000 ] [ 57,000 ] [ 0 ]

　　　　　　基本財産受取利息 　  57,000   57,000   0  

　　　　特定資産運用益 [ 6,000 ] [ 6,000 ] [ 0 ]

　　　　　　特定資産受取利息 　  6,000   6,000   0  

　　　　事業収益 [ 482,096,000 ] [ 508,886,000 ] [ △ 26,790,000 ]

　　　　　　センター事業収益 　  164,866,000   190,591,000   △ 25,725,000  

　　　　　　施設管理事業収益 　  317,230,000   318,295,000   △ 1,065,000  

　　　　受取補助金等 [ 241,000 ] [ 201,000 ] [ 40,000 ]

　　　　　　運営補助金 　  1,000   1,000   0  

　　　　　　補助金等 　  240,000   200,000   40,000  

　　　　雑収益 [ 1,000 ] [ 1,000 ] [ 0 ]

　　　　　　雑収益 　  1,000   1,000   0  

　　　　経常収益計  482,401,000   509,151,000   △ 26,750,000  

　　(2) 経常費用 0

　　　　事業費 [ 480,531,000 ] [ 501,402,000 ] [ △ 20,871,000 ]

　　　　　　職員給与 　  103,011,000   105,131,000   △ 2,120,000  

　　　　　　賃金 　  22,553,000   22,688,000   △ 135,000  

　　　　　　退職給付費用 　  3,905,000   3,913,000   △ 8,000  

　　　　　　賞与 　  33,701,000   38,472,000   △ 4,771,000  

　　　　　　福利厚生費 　  25,264,000   24,784,000   480,000  

　　　　　　賞与引当金繰入額 　  4,875,000   4,163,000   712,000  

　　　　　　旅費交通費 　  360,000   144,000   216,000  

　　　　　　通信運搬費 　  5,282,000   4,267,000   1,015,000  

　　　　　　減価償却費 　  3,984,000   3,938,000   46,000  

　　　　　　消耗什器備品費 　  800,000   800,000   0  

　　　　　　消耗品費 　  11,173,000   12,758,000   △ 1,585,000  

　　　　　　修繕費 　  41,450,000   42,450,000   △ 1,000,000  

　　　　　　印刷製本費 　  2,050,000   1,580,000   470,000  

　　　　　　燃料費 　  832,000   876,000   △ 44,000  

　　　　　　光熱水費 　  4,440,000   6,835,000   △ 2,395,000  

　　　　　　賃借料 　  10,604,000   9,912,000   692,000  

　　　　　　広告費 　  1,038,000   1,038,000   0  

　　　　　　保険料 　  1,930,000   1,930,000   0  

　　　　　　諸謝金 　  22,296,000   26,494,000   △ 4,198,000  

　　　　　　租税公課 　  19,273,000   18,752,000   521,000  

　　　　　　負担金 　  20,165,000   22,062,000   △ 1,897,000  

　　　　　　委託費 　  141,545,000   148,415,000   △ 6,870,000  

　　　　管理費 [ 6,267,000 ] [ 6,252,000 ] [ 15,000 ]

　　　　　　報酬 　  2,555,000   2,555,000   0  

　　　　　　職員給与 　  567,000   552,000   15,000  

　　　　　　賞与 　  199,000   199,000   0  

　　　　　　福利厚生費　  339,000   339,000   0  

　　　　　　会議費　  1,000   1,000   0  

　　　　　　旅費交通費　  84,000   84,000   0  

　　　　　　通信運搬費　  8,000   8,000   0  

　　　　　　減価償却費 　  172,000   172,000   0  

　　　　　　修繕費 10,000 10,000 0

　　　　　　光熱水費 216,000 216,000 0

　　　　　　賃借料 1,159,000 1,159,000 0

　　　　　　保険料  23,000   23,000   0  

　　　　　　租税公課  4,000   4,000   0  

　　　　　　負担金 　  179,000   179,000   0  

　　　　　　委託費 　  731,000   731,000   0  

　　　　　　雑費 　  20,000   20,000   0  

　　　　経常費用計  486,798,000   507,654,000   △ 20,856,000  

　　　　当期経常増減額  △ 4,397,000   1,497,000   △ 5,894,000  

公益財団法人西宮スポーツセンター　令和6年度　収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科　　　　　目 当年度 前年度 差　額
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法人全体 （単位：円）

公益財団法人西宮スポーツセンター　令和6年度　収支予算書

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科　　　　　目 当年度 前年度 差　額

　２．経常外増減の部

　　(1) 経常外収益

　　　　経常外収益計  0   0   0  

　　(2) 経常外費用

　　　　経常外費用計  0   0   0  

　　　　当期経常外増減額  0   0   0  

　　　　他会計振替額 0 0 0

　　　　法人税等 0 0 0

　　　　当期一般正味財産増減額  △ 4,397,000   1,497,000   △ 5,894,000  

　　　　一般正味財産期首残高  46,495,207   44,998,207   1,497,000  

　　　　一般正味財産期末残高  42,098,207   46,495,207   △ 4,397,000  

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　当期指定正味財産増減額  0   0   0  

　　　　指定正味財産期首残高  61,000,000   61,000,000   0  

　　　　指定正味財産期末残高  61,000,000   61,000,000   0  

Ⅲ　正味財産期末残高  103,098,207   107,495,207   △ 4,397,000  
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法人全体 （単位：円）

Ⅰ　一般正味財産増減の部

　１．経常増減の部

　　(1) 経常収益

　　　　基本財産運用益 [ 57,000 ] [ 0 ] [ 57,000 ]

　　　　　　基本財産受取利息 　  57,000   0   57,000  

　　　　特定資産運用益 [ 6,000 ] [ 0 ] [ 6,000 ]

　　　　　　特定資産受取利息 　  6,000   0   6,000  

　　　　事業収益 [ 475,829,000 ] [ 6,267,000 ] [ 482,096,000 ]

　　　　　　センター事業収益 　  158,599,000   6,267,000   164,866,000  

　　　　　　施設管理事業収益 　  317,230,000   0   317,230,000  

　　　　受取補助金等 [ 241,000 ] [ 0 ] [ 241,000 ]

　　　　　　運営補助金 　  1,000   0   1,000  

　　　　　　補助金等 　  240,000   0   240,000  

　　　　雑収益 [ 1,000 ] [ 0 ] [ 1,000 ]

　　　　　　雑収益 　  1,000   0   1,000  

　　　　経常収益計  476,134,000   6,267,000   482,401,000  

　　(2) 経常費用

　　　　事業費 [ 480,531,000 ] [ 0 ] [ 480,531,000 ]

　　　　　　職員給与 　  103,011,000   0   103,011,000  

　　　　　　賃金 　  22,553,000   0   22,553,000  

　　　　　　退職給付費用 　  3,905,000   0   3,905,000  

　　　　　　賞与 　  33,701,000   0   33,701,000  

　　　　　　福利厚生費 　  25,264,000   0   25,264,000  

　　　　　　賞与引当金繰入額 　  4,875,000   0   4,875,000  

　　　　　　旅費交通費 　  360,000   0   360,000  

　　　　　　通信運搬費 　  5,282,000   0   5,282,000  

　　　　　　減価償却費 　  3,984,000   0   3,984,000  

　　　　　　消耗什器備品費 　  800,000   0   800,000  

　　　　　　消耗品費 　  11,173,000   0   11,173,000  

　　　　　　修繕費 　  41,450,000   0   41,450,000  

　　　　　　印刷製本費 　  2,050,000   0   2,050,000  

　　　　　　燃料費 　  832,000   0   832,000  

　　　　　　光熱水費 　  4,440,000   0   4,440,000  

　　　　　　賃借料 　  10,604,000   0   10,604,000  

　　　　　　広告費 　  1,038,000   0   1,038,000  

　　　　　　保険料 　  1,930,000   0   1,930,000  

　　　　　　諸謝金 　  22,296,000   0   22,296,000  

　　　　　　租税公課 　  19,273,000   0   19,273,000  

　　　　　　負担金 　  20,165,000   0   20,165,000  

　　　　　　委託費 　  141,545,000   0   141,545,000  

　　　　管理費 [ 0 ] [ 6,267,000 ] [ 6,267,000 ]

　　　　　　報酬 　  0   2,555,000   2,555,000  

　　　　　　職員給与 　  0   567,000   567,000  

　　　　　　賞与 　  0   199,000   199,000  

　　　　　　福利厚生費 　  0   339,000   339,000  

　　　　　　会議費 　  0   1,000   1,000  

　　　　　　旅費交通費 　  0   84,000   84,000  

　　　　　　通信運搬費 　  0   8,000   8,000  

　　　　　　減価償却費 　  0   172,000   172,000  

　　　　　　修繕費 0 10,000 10,000

　　　　　　光熱水費 0 216,000 216,000

　　　　　　賃借料 0 1,159,000 1,159,000

　　　　　　保険料  0   23,000   23,000  

　　　　　　租税公課  0   4,000   4,000  

　　　　　　負担金 　  0   179,000   179,000  

　　　　　　委託費 　  0   731,000   731,000  

　　　　　　雑費 　  0   20,000   20,000  

　　　　経常費用計  480,531,000   6,267,000   486,798,000  

　　　　当期経常増減額  △ 4,397,000   0   △ 4,397,000  

公益財団法人西宮スポーツセンター　令和6年度　収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科　　　　　目 公益目的事業 法　　人 　合　　計
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法人全体 （単位：円）

公益財団法人西宮スポーツセンター　令和6年度　収支予算書内訳表

令和6年4月1日から令和7年3月31日まで

科　　　　　目 公益目的事業 法　　人 　合　　計

　２．経常外増減の部

　　(1) 経常外収益

　　　　経常外収益計  0   0   0  

　　(2) 経常外費用

　　　　経常外費用計  0   0   0  

　　　　当期経常外増減額  0   0   0  

　　　　他会計振替額 0 0 0

　　　　法人税等 0 0 0

　　　　当期一般正味財産増減額  △ 4,397,000   0   △ 4,397,000  

　　　　一般正味財産期首残高  46,495,207   0   46,495,207  

　　　　一般正味財産期末残高  42,098,207   0   42,098,207  

Ⅱ　指定正味財産増減の部

　　　　当期指定正味財産増減額  0   0   0  

　　　　指定正味財産期首残高  61,000,000   0   61,000,000  

　　　　指定正味財産期末残高  61,000,000   0   61,000,000  

Ⅲ　正味財産期末残高  103,098,207   0   103,098,207  
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公益財団法人西宮スポーツセンター

（1）資金調達の見込みについて

 　　期中に借り入れの予定はありません。

（2）設備投資の見込みについて

　　 期中に重要な設備投資（除却又は売却を含む。）の予定はありません。

以　上

資金調達及び設備投資の見込みについて

（令和6年4月1日から令和7年3月31日まで）

29－1629－16

























32－1 

 

報告第 ４７ 号 

 

西宮市障害福祉推進計画の策定報告の件 

 

西宮市障害福祉推進計画を策定したので報告する。 

 

  令和６年６月１７日提出 

 

西宮市長 石 井 登志郎 

 

 

（参考） 

○障害者基本法 

（障害者基本計画等） 

第１１条 

８ 第２項又は第３項の規定により都道府県障害者計画又は市町村障害者計画が策定され

たときは、都道府県知事又は市町村長は、これを当該都道府県の議会又は当該市町村の

議会に報告するとともに、その要旨を公表しなければならない。 
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